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一　

は
じ
め
に

　

近
年
、
ド
イ
ツ
で
は
い
わ
ゆ
る
「
生
存
権
」
を
中
心
と
し
て
、
社
会
的
基
本
権
の
再
構
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
基
本

法
に
お
い
て
自
覚
的
に
排
除
さ
れ
て
き
た
社
会
的
基
本
権
と
い
う
構
成
（
法
的
類
型
）
を
、

―
少
な
く
と
も
部
分
的
に

―
復
活
さ
せ

よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
生
存
権
」
分
野
に
限
定
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
試
み
な
の
か
、
あ
る
い
は
社
会
的
基
本
権
と
い
う

法
的
類
型
そ
れ
自
体
を
復
権
せ
し
め
ん
と
す
る
試
み
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
二
〇
一
〇
年
二
月
九
日
の

（
第
一
次
）
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判（
1
）決で
承
認
し
た
「
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
最
低
限
度
の
保
障
を
求
め
る
基
本
権
」（
以
下
、
生
存
最
低
限
度
保

障
へ
の
基
本
権
）
は
、
条
文
上
の
根
拠
と
し
て
人
間
の
尊
厳
（
基
本
法
一
条
一
項
）
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
点
で
、
ひ
と
ま
ず

「
生
存
権
」
分
野
に
限
定
さ
れ
た
例
外
的
な
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る（
2
）が、

そ
の
権
利
構
造
が
、
社
会
的
基
本
権
と
い
う
法
的
類
型
に

と
っ
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な（
3
）い。

　

と
も
あ
れ
本
稿
で
は
、
こ
の
現
象
を
社
会
的
基
本
権
と
い
う
法
的
類
型
復
活
の
嚆
矢
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
の
尊
厳
と
結
び
つ
い
た

こ
と
に
よ
る

―
国
家
目
標
規
定
と
し
て
の

―
社
会
国
家
原
理
か
ら
の
例
外
的
離
脱
（
基
本
権
化
）
と
し
て
捉
え
つ
つ
も
、
そ
こ
で
構

成
さ
れ
た
基
本
権
も
結
局
は
国
家
目
標
規
定
の
考
え
方
を
部
分
的
に
引
き
継
い
だ

―
国
家
目
標
規
定
と
の
連
続
性
を
有
す
る

―
特
殊

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示（
4
）す。

二　
「
生
存
権
」
の
輪
郭

　

本
章
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
生
存
権
」
を
承
認
し
た
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
で
、
同
権
利
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
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素
描
し
た
の
か
を
示
し
、
こ
の
権
利
の
性
質
に
関
す
る
所
論
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
同
権
利
の
主
観
的
権
利
と
し
て
の
困
難
性
を
明
ら
か

に
し
つ
つ
も
、
そ
れ
で
も
な
お
同
裁
判
所
が
「
生
存
権
」
を
あ
え
て
主
観
的
権
利
と
し
て
成
立
さ
せ
た
こ
と
の
意
義
を
探
る
。

㈠　

第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判（

5
）決

　

二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
に
成
立
し
た
、
労
働
市
場
で
の
現
代
的
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
法
律
（
通
称
ハ
ル
ツ
・
フ
ィ
ー
ア
〔
以
下
、
ハ
ル
ツ
Ⅳ

法
〕）
に
よ
り
、
社
会
扶
助
法
は
大
き
く
転
換
し
た
。
従
来
の
社
会
扶
助
と
失
業
扶
助
の
二
重
シ
ス
テ
ム
は
、
社
会
法
典
第
二
編
（
求
職
者

の
た
め
の
基
礎
給
付
〔
以
下
、
Ｓ
Ｇ
Ｂ
Ⅱ
〕）
お
よ
び
第
一
二
編
（
社
会
扶
助
）
に
統
合
さ
れ
、
稼
得
可
能
な
者
お
よ
び
生
計
を
共
に
す
る
者

（
配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
や
子
ど
も
）
は
前
者
、
稼
得
可
能
で
な
い
者
は
後
者
に
よ
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
件
で
問
題
と
な
っ

た
の
は
、
同
法
第
二
編
の
規
定
で
あ
る
。
Ｓ
Ｇ
Ｂ
Ⅱ
（
旧
）
二
〇
条
二
項
前
段
は
、
単
身
者
へ
の
基
礎
給
付
（
以
下
、
基
準
基
礎
給
付
）
を

月
額
三
四
五
ユ
ー
ロ
と
し
た
。
同
法
（
旧
）
二
〇
条
三
項
一
文
は
、
一
八
歳
以
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
い
る
場
合
に
は
、
基
礎
給
付
を
二
人

合
計
で
基
準
基
礎
給
付
の
一
八
〇
％
と
し
た
。
同
法
（
旧
）
二
八
条
一
項
三
文
一
号
は
、
一
四
歳
ま
で
の
子
に
対
す
る
基
礎
給
付
を
基
準

基
礎
給
付
の
六
〇
％
、
一
五
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
子
に
対
し
て
は
八
〇
％
と
し
た
。
社
会
扶
助
法
の
規
定
と
は
異
な
り
、
給
付
は
原
則

一
律
化
さ
れ
、
特
別
な
需
要
に
対
し
て
は
、
例
外
的
に
の
み
一
回
的
給
付
が
な
さ
れ
る
。
判
決
が
下
る
ま
で
の
間
の
二
〇
〇
九
年
七
月
一

日
に
創
設
さ
れ
た
同
法
（
旧
）
七
四
条
は
、
六
歳
以
上
一
四
歳
未
満
の
子
に
対
す
る
基
礎
給
付
を
、
基
準
基
礎
給
付
の
七
〇
％
と
し
た
。

ま
た
、
二
〇
〇
九
年
八
月
一
日
に
創
設
さ
れ
た
同
法
（
旧
）
二
四
ａ
条
は
、
就
学
義
務
の
あ
る
子
に
対
し
、
年
額
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
追
加

給
付
を
定
め
た
。

　

基
準
基
礎
給
付
額
の
算
定
は
、
所
得
・
消
費
抽
出
調
査
に
基
づ
く
統
計
モ
デ
ル
に
よ
る
。
同
調
査
で
判
明
し
た
単
身
世
帯
下
位
二
〇
％

（
社
会
扶
助
受
給
者
を
除
く
）
の
支
出
が
、
同
給
付
額
（
月
三
四
五
ユ
ー
ロ
）
の
最
初
の
端
緒
と
な
る
。
同
支
出
は
項
目
ご
と
に
割
り
振
ら
れ
、

そ
の
う
ち
幾
つ
か
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
割
合
上
カ
ッ
ト
さ
れ
て
、
最
終
的
な
給
付
額
が
算
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
教
育
項
目
は
一
〇
〇
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％
カ
ッ
ト
、
衣
料
品
項
目
で
は
仕
立
服
、
毛
皮
製
品
等
が
除
外
さ
れ
て
八
九
％
計
上
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
算
出
さ
れ
た
単
身
者

へ
の
給
付
額
を
基
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
や
子
ど
も
の
給
付
額
が
算
定
さ
れ
る
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｂ
Ⅱ
二
〇
条
二
項
前
段
、
二
〇
条
三
項
一
文
お
よ
び
二
八
条
一
項
三
文
一
号
（
す
べ
て
旧
条
文
）
の
合
憲
性
が
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
で
問
わ
れ
た
。
同
裁
判
所
は
、
二
〇
一
〇
年
二
月
九
日
の
判
決
（
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
）
で
、
ま
ず
、
単
身
者
へ
の
基
準
基
礎
給
付
額

を
定
め
る
同
法
二
〇
条
二
項
前
段
を
、
生
存
最
低
限
度
保
障
へ
の
基
本
権
に
反
し
て
違
憲
と
し
、
そ
れ
を
基
に
パ
ー
ト
ナ
ー
と
子
ど
も
へ

の
給
付
額
を
定
め
る
二
〇
条
三
項
一
文
お
よ
び
二
八
条
一
項
三
文
一
号
も
違
憲
と
し
た
。
さ
ら
に
、
Ｓ
Ｇ
Ｂ
Ⅱ
が
、「
単
に
一
時
的
で
な

い
不
可
避
で
恒
常
的
な
特
別
の
需
要
を
保
障
す
る
た
め
の
給
付
請
求
権
」
を
欠
い
て
い
る
こ
と
も
違
憲
と
さ
れ
た
。
同
基
本
権
に
関
す
る

説
示
を
、
適
宜
抜
粋
し
て
引
用
す
る
。

　

人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
最
低
限
度
の
保
障
を
求
め
る
基
本
権
は
、
基
本
法
二
〇
条
一
項
〔
社
会
国
家
原
理
〕
と
結
び
つ
い
た
基
本
法
一
条
一
項

〔
人
間
の
尊
厳
〕
か
ら
生
じ
る
。
…
…
基
本
法
一
条
一
項
か
ら
生
じ
る
こ
の
基
本
権
は
、
基
本
法
二
〇
条
一
項
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
保
障
権
と

し
て
、
独
自
の
意
義
を
有
す
る
。
同
基
本
権
は
、
そ
の
根
拠
に
関
し
て
は
任
意
に
処
分
し
え
ず
、
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
立
法
者
に
よ
る
具
体

化
と
恒
常
的
な
更
新
作
業
を
必
要
と
す
る
。
立
法
者
は
、
提
供
さ
れ
る
べ
き
諸
給
付
を
、
公
共
体
の
そ
の
都
度
の
発
展
状
況
お
よ
び
既
存
の
生
活
状
況

に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
、
立
法
者
に
は
形
成
の
余
地
が
認
め
ら
れ
る
（Rn. 133

）。

　

直
接
憲
法
か
ら
生
じ
る
、
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
最
低
限
度
の
保
障
を
求
め
る
給
付
請
求
権
は
、
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
の
維
持
に
絶
対

的
に
必
要
不
可
欠
な
手
段
に
対
し
て
の
み
及
ぶ
。
同
請
求
権
が
基
本
権
の
一
体
的
保
障
を
通
じ
て
保
障
す
る
の
は
、
生
存
最
低
限
度
の
全
体
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
基
本
権
の
一
体
的
保
障
は
、
人
間
の
肉
体
的
生
存
、
す
な
わ
ち
食
事
、
衣
服
、
家
具
、
住
居
、
暖
房
、
衛
生
お
よ
び
健
康
を
も
、
人
間
関

係
を
営
む
た
め
の
可
能
性
な
ら
び
に
社
会
的
、
文
化
的
お
よ
び
政
治
的
生
活
に
最
低
限
参
加
す
る
可
能
性
の
確
保
を
も
含
ん
で
い
る
。
一
個
人
と
し
て

の
人
間
は
、
不
可
避
的
に
、
社
会
的
連
関
の
中
で
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
（Rn. 135
）。

　

人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
最
低
限
度
の
保
障
は
、
法
律
上
の
請
求
権
を
通
じ
て
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
要
扶
助
者
に
は
、
国
家
ま
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た
は
第
三
者
に
よ
る
任
意
の
給
付
を
宛
て
が
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
最
低
限
度
は
、
主
務
官
庁
に
対
す
る
市
民
の
具
体
的

な
給
付
請
求
権
を
含
ん
だ
議
会
法
に
よ
っ
て
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（Rn. 136

）。

　

法
律
上
の
給
付
請
求
権
は
、
そ
れ
が
常
に
個
々
の
基
本
権
享
有
者
の
、
生
存
に
必
要
不
可
欠
な
需
要
全
体
を
充
足
す
る
よ
う
に
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（Rn. 137

）。

　

基
本
法
一
条
一
項
か
ら
生
じ
る
給
付
請
求
権
は
、
そ
の
根
拠
に
関
し
て
は
憲
法
上
所
与
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
請
求
権
の
範
囲
は
、
需
要
の
種
類

や
そ
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
と
な
る
手
段
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
、
直
接
憲
法
か
ら
は
導
か
れ
え
な
い
。
そ
の
範
囲
は
、
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
最
低

限
度
の
生
存
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
に
関
す
る
社
会
的
見
解
、
要
扶
助
者
の
具
体
的
な
生
活
状
況
な
ら
び
に
そ
の
都
度
の
経
済
的
・
技
術
的
な
実
情
に

依
存
し
、
し
た
が
っ
て
立
法
者
に
よ
っ
て
具
体
的
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
立
法
者
に
は
、
給
付
請
求
権
を
、
要
件
と
効
果
の
中
で
具

体
化
す
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
る
。
立
法
者
が
、
金
銭
、
現
物
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
ど
の
給
付
で
生
存
最
低
限
度
を
確
保
す
る
か
は
、
基
本
的
に

立
法
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
（Rn. 138
）。

　

請
求
権
の
具
体
化
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
、
生
存
に
必
要
不
可
欠
な
す
べ
て
の
消
費
を
、
首
尾
一
貫
し
た
形
で
、
透
明
か
つ
事
柄
の
性
質
に
適
し
た

手
続
で
、
実
際
の
需
要
に
基
づ
い
て
、
す
な
わ
ち
現
実
適
合
的
に
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
き
、
立
法
者
は
ま
ず
、
需
要
の
種
類
と
そ

れ
に
使
わ
れ
る
費
用
を
調
査
し
、
こ
の
基
礎
に
基
づ
い
て
、
需
要
全
体
の
額
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
法
は
、
立
法
者
に
対
し
、
そ
の
た

め
の
特
定
の
手
法
を
規
定
し
て
い
な
い
。
立
法
者
は
、
む
し
ろ
有
用
性
と
事
項
適
合
性
の
枠
内
で
、
そ
の
手
法
を
自
ら
選
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
も
っ

と
も
、
選
択
さ
れ
た
手
法
か
ら
の
逸
脱
は
、
事
柄
の
性
質
に
即
し
た
正
当
化
を
要
す
る
（Rn. 139

）。

　

さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
結
果
は
、
継
続
的
に
審
査
さ
れ
、
発
展
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
基
礎
的
な
生

活
需
要
は
、
原
則
的
と
し
て
そ
れ
が
存
在
す
る
わ
ず
か
の
間
で
の
み
満
た
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
は
、
そ
の
時
々

の
実
際
の
需
要
の
充
足
を
確
保
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
物
価
上
昇
や
消
費
増
税
の
よ
う
な
経
済
的
枠
条
件
の
変
化
に
迅
速
に
対
応
す
る
予
防
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
（Rn. 140

）。
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㈡　
「
生
存
権
」
を
め
ぐ
る
議
論

　

第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
は
、
更
な
る
審
査
に
関
す
る
説
示
で
、
一
方
で
は
、
全
体
の
給
付
額
を
問
う
実
体
・
内
容
論
を
補
完
す
る
た
め

に
、
如
何
に
し
て
「
最
低
限
度
」
を
評
価
・
測
定
し
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
手
続
・
説
明
責
任
論
を
展
開
し
、
他
方
で
は
、
実
体
・
内
容

論
と
並
立
す
る
も
の
と
し
て
、
如
何
に
し
て
「
最
低
限
度
」
を
満
た
す
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
方
法
・
仕
組
論
を
発
展
さ
せ
て
い
る

（
後
述
四
）。

　

以
上
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
同
基
本
権
の
特
徴
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
日
本
で
も
、
こ
の
基
本
権
に
つ
い
て
は

比
較
的
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
人
間
の
尊
厳
を
専
門
と
す
る
玉
蟲
由
樹
は
大
要
以
下
の
よ
う
に
述
べ（
6
）る。

　

第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
に
お
い
て
は
、「
具
体
的
規
範
統
制
手
続
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
少
な
く
と
も
訴
訟
技
術
的
に
は
個
人
の
憲
法
異
議

を
提
起
す
る
権
限
を
承
認
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
」
た
め
、「
こ
れ
は
訴
訟
技
術
上
の
理
由
に
基
づ
く
手
続
的
権
利
と
し
て
の
承
認
と
い
う
よ
り
は
、

純
粋
に
給
付
請
求
権
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
」。

　
「
し
か
し
、
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
を
求
め
る
基
本
権
が
本
当
の
意
味
で
『
基
本
権
』
と
し
て
機
能
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
こ
の
権
利

が
憲
法
上
ど
こ
ま
で
具
体
化
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
依
存
す
る
。
…
…
権
利
と
し
て
の
具
体
化
な
い
し
実
現
が
憲
法
レ
ベ
ル
に
お
い
て
ほ
と
ん

ど
期
待
で
き
な
い
と
き
に
ま
で
、
こ
れ
を
『
権
利
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
」。
こ
の
点
、「
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
給
付

請
求
権
は
生
活
財
や
サ
ー
ビ
ス
分
与
に
関
連
し
た
権
利
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
が
、「
そ
の
程
度
や
範
囲
は
、
国
家
に
よ
る
計
画
可
能
性
お
よ
び
実

現
可
能
性
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
た
め
、
社
会
的
な
給
付
請
求
権
は
『
可
能
性
の
留
保
（Vorbehalt des M

öglichen

）』
の
下
で
の
み
憲
法
上
保
障

さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
適
切
に
判
断
し
う
る
の
は
、
通
常
は
立
法
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
権
利
の

司
法
的
貫
徹
は
ほ
と
ん
ど
期
待
し
え
な
い
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
立
法
不
作
為
お
よ
び
明
ら
か
な
義
務
の
懈
怠
に
対
す
る
司
法
的
統
制
の
み

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
権
利
』
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
そ
の
実
態
と
し
て
、
立
法
者
の
形
成
に
依
存
し
、
そ
の
形
成
内
容
に
対
す
る
司
法
的
統
制
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を
期
待
で
き
な
い
も
の
だ
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
権
利
と
い
う
よ
り
国
家
目
標
と
理
解
す
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
」。

　

そ
こ
で
、「
問
題
は
、
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
を
求
め
る
権
利
が
『
基
本
権
』
と
し
て
の
内
実
を
も
つ
か
否
か
」
だ
が
、
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決

は
、
こ
の
権
利
を
「
憲
法
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
請
求
権
の
範
囲
は
直
接
に
憲
法
か
ら
導
か
れ
う
る
も
の
で

は
な
い
」
と
し
て
い
る
た
め
、「
結
果
的
に
、
こ
の
権
利
は
『
法
律
上
の
請
求
権
に
よ
っ
て
保
障
』
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
立
法
者
に
憲
法
上
要
求
さ

れ
る
の
は
、
請
求
権
の
具
体
化
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
生
存
に
不
可
欠
な
出
費
を
矛
盾
な
く
、
現
実
的
な
需
要
に
も
と
づ
い
た
透
明
か
つ
事
実
に
即
し

た
手
続
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
現
実
適
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
る
。
具
体
的
な
給
付
額
に
つ
い
て
、
こ
の
基
本
権
は
定
量
化
さ
れ
た
基
準
値

を
提
示
し
え
な
い
」。「
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
を
求
め
る
権
利
は
、
最
低
限
度
の
生
活
の
維
持
に
必
要
な
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
を
直
接
に
要
求
す

る
権
利
と
い
う
よ
り
も
、
最
低
限
度
の
生
活
を
国
家
が
実
現
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
権
利
で
あ
る
。
請
求
が
最
低
限
度
の
生
活
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
実
現
に
向
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
権
利
と
し
て
は
未
だ
抽
象
的
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
請
求
権
は
、
国
家
権
力
を
直
接
に
拘
束
す
る
と

は
い
い
難
く
、
ま
た
裁
判
に
よ
っ
て
貫
徹
可
能
な
も
の
で
も
な
い
。
保
障
の
範
囲
や
程
度
の
決
定
に
は
、
常
に
立
法
者
に
よ
る
関
与
が
要
求
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
を
求
め
る
権
利
を
社
会
的
給
付
請
求
権
と
し
て
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
基
本
権
と
し
て

の
内
実
を
も
た
な
い
と
い
う
べ
き
」
で
あ
り
、「
本
判
決
で
の
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
を
求
め
る
基
本
権
の
承
認
は
、
そ
の
革
新
的
な
外
観
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
最
低
限
度
の
生
活
の
内
容
決
定
に
際
し
て
多
く
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」。

　
「
こ
の
基
本
権
は
、
第
一
次
的
に
は
、
立
法
者
に
よ
る
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
に
関
す
る
客
観
法
的
義
務
の
指
導
原
理
と
し
て
、
さ
ら
に
は
主
観

的
権
利
と
し
て
の
実
現
委
託
と
し
て
理
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
基
本
権
の
本
質
は
国
家
目
標
規
定
に
近
い
」。

　

玉
蟲
の
分
析
は
、
多
く
の
重
要
な
指
摘
を
含
ん
で
い
る
。
①
こ
の
基
本
権
が
、
訴
訟
技
術
上
の
理
由
に
基
づ
く
手
続
的
権
利
と
い
う
よ

り
は
、
純
粋
に
給
付
請
求
権
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
本
当
の
意
味
で
の
「
基
本
権
」
に
お
い
て
は
、
憲
法
レ
ベ

ル
で
の
具
体
化
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
司
法
的
貫
徹
が
期
待
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
基
本
権
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
こ
と
、
③
こ
の
権
利
が
内
容
的
に
は
法
律
上
保
障
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
常
に
立
法
者
の
関
与
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
④
請
求
は
最
低
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限
度
の
生
活
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
実
現
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
権
利
と
し
て
は
未
だ
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
、
⑤
そ
の
よ
う
な
意
味

で
の
請
求
権
は
、
国
家
権
力
を
直
接
に
拘
束
す
る
と
は
い
い
難
く
、
ま
た
裁
判
に
よ
っ
て
貫
徹
可
能
な
も
の
で
も
な
い
こ
と
、
⑥
そ
れ
は

基
本
権
と
し
て
の
内
実
を
も
た
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
む
し
ろ
本
質
に
お
い
て
国
家
目
標
規
定
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

1　

基
本
権
か
、
国
家
目
標
規
定
か

　

ま
ず
憲
法
レ
ベ
ル
で
の
客
観
法
と
主
観
的
権
利
と
の
区
別

―
抽
象
的
に
は
、
社
会
国
家
原
理
と
社
会
的
基
本
権

―
の
問
題
は
、
権

利
関
係
の
存
否
の
問
題
と
、
司
法
適
合
性
（Justitiabilität

）
お
よ
び
執
行
・
貫
徹
可
能
性
（Vollziehbarkeit und D

urchsetzbarkeit

）
の

問
題
と
に
分
け
て
論
じ
た
方
が
有
益
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
両
者
は
異
な
る
問
題
群
と
繫
が
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
憲
法
異
議
の
出

訴
可
能
性
の
問
題
と
接
続
し
、
後
者
は
規
範
的
拘
束
力
の
違
い
に
起
因
す
る
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
統
制
の
限
界
問
題
お
よ
び
権
力
分
立
原

則
か
ら
生
じ
る
判
決
形
式
問（
7
）題に

接
続
す
る
。

　

⑴　

憲
法
異
議
の
出
訴
可
能
性

　

同
基
本
権
が
基
本
権
と
し
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
の
一
つ
の
帰
結
は
、
生
存
最
低
限
を
保
障
す
る
給
付
法
律
が
不
十
分
だ
と
す
る
個
人
が
、

一
般
裁
判
所
の
呈
示
決
定
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
に
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
点
で
あ（
8
）る。
ド
イ

ツ
に
お
け
る
基
本
権
の
訴
訟
手
続
上
の
意
義
（
憲
法
異
議
出
訴
権
お
よ
び
憲
法
異
議
に
お
け
る
規
準
と
し
て
の
機
能
）
を
考
え
る
と
、
そ
れ
だ
け

で
も
基
本
権
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
の
利
益
は
非
常
に
大
き
い
。

　

⑵　

異
な
る
規
範
的
拘
束
力
と
裁
判
所
に
よ
る
統
制
の
限
界

　

他
方
で
、
真
の
「
基
本
権
」
と
い
う
言
葉
で
玉
蟲
が
指
摘
す
る
の
は
、
権
利
の
憲
法
レ
ベ
ル
で
の
具
体
性
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
司
法
的

貫
徹
へ
の
期
待
で
あ
る
。「
基
本
権
か
、
そ
れ
と
も
国
家
目
標
か
と
い
う
二
者
択
一
は
、
憲
法
生
活
及
び
政
治
課
題
を
ど
こ
ま
で
法
化
し
、

ど
れ
だ
け
強
く
法
化
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
決
断
を
含
ん
で
い
る
」
と
い
う
ラ
イ
ナ
ー
・
ヴ
ァ
ー
ル
の
言
明
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で
妥
当

す（
9
）る。
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真
正
の
基
本
権
（echtes G

rundrecht

）
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
、
個
人
の
自
由
領
域
な
い
し
消
極
的
地
位
（status 

negativus

）
を
保
護
す
る
防
御
権
な
い
し
基
本
権
の
防
御
機
能
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
こ
の
基
本
権
類
型
（G

rundrechtstypus

）
は
、
結

果
的
に
、「
直
接
に
適
用
さ
れ
る
法
と
し
て
、
立
法
、
執
行
権
お
よ
び
裁
判
を
拘
束
す
る
（
基
本
法
一
条
三
項
）」
基
本
権
で
あ
る
。
こ
の

点
、
本
源
的
給
付
請
求
権
（originärer Leistungsanspruch

）
な
い
し
積
極
的
地
位
（status positivus

）
を
基
本
権
と
し
て
承
認
す
る
こ
と

は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
自
明
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
程
度
や
内
容
が
確
定
し
な
い
積
極
的
な
給
付
請
求
権
は
、
基
本
法
三
条
一
項
の
規

準
と
一
致
し
な
い
と
か
、
そ
の
よ
う
な
「
不
完
全
な
権
利
（leges im

perfectae

）」
の
具
体
化
は
、
基
本
法
の
権
力
分
立
的
・
民
主
的
秩

序
に
従
え
ば
、
立
法
者
の
事
項
で
あ
り
、
裁
判
所
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
）
10
（

る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
権
利
の
具
体
化
の

必
要
不
可
欠
性
が
、
真
正
の
基
本
権
と
し
て
の
性
格
を
排
除
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
、
必
ず
し
も
な
）
11
（
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
こ
の
規
範
〔
基
本
法
一
条
一
項
〕
は
、
基
本
権
と
し
て
、
国
家
に
対
す
る
防
御
権
で
あ
る
だ
け
で
は
な

い
。
国
家
は
人
間
の
尊
厳
を
積
極
的
に
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
）
12
（
て
、
基
本
権
と
し
て
の
性
格
を
認
め
て
い
）
13
（
る
。

　

玉
蟲
は
、《
権
利
内
容
が
憲
法
上
未
確
定
↓
立
法
者
の
関
与
の
必
要
↓
裁
判
に
よ
る
貫
徹
が
困
難
↓
国
家
目
標
規
定
》
と
い
う
論
理
を

採
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
説
明
が
困
難
と
な
る
の
は
、
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
で
は
、
か
な
り
詳
細
な
審
査
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
実
で
あ
）
14
（

る
。
そ
も
そ
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
自
身
が
、
基
本
権
化
と
い
う
選
択
を
憲
法
解
釈
に
よ
っ
て
導
い
た
以
上
、
仮
に
憲
法
レ

ベ
ル
で
の
具
体
性
が
欠
け
て
い
た
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
、
権
利
保
護
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
司
法
的
統
制
を
遂
行
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
）
15
（

る
。
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
基
本
権
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
意
味
に
鈍
感
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
頑
な
に
主
観

的
権
利
性
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
経
）
16
（

緯
や
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
経
）
17
（

過
か
ら
す
る
と
考
え
難
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
具
体
的
な
給

付
内
容
が
憲
法
上
未
確
定
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
立
法
者
の
関
与
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
基
本
権
で
あ

る
と
認
め
、
そ
れ
に
適
し
た
審
）
18
（

査
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
、
そ
れ
を
実
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、《
具
体
的
な
給
付
内
容
が

憲
法
上
未
確
定
↓
立
法
者
の
関
与
の
必
要

↔

裁
判
に
よ
る
貫
徹
が
可
能
↓
基
本
権
》
と
い
う
論
理
に
な
る
以
上
、「
立
法
者
の
関
与
が
必
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要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判
に
よ
る
貫
徹
が
可
能
と
な
る
」
と
い
う
部
分
が
ど
の
よ
う
に
実
現
し
え
た
か
に
つ
い
て
は
説
明
が
必
要

と
な
ろ
う
。

2　

基
本
権
へ
の
立
法
者
の
関
与

　

主
観
的
権
利
の
内
容
へ
の
立
法
者
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
場
面
が
想
定
し
う
る
。
財
産
権
や
プ
レ
ス
の
基
本
権
の
内
容
形
成

は
、
保
護
領
域
を
画
定
す
る
作
業
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
法
律
が
、
権
利
内
容
を
形
成
す
る
も
の
な
の
か
、
侵
害
す

る
も
の
な
の
か
と
い
う
判
断
に
際
し
て
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
内
容
形
成
そ
れ
自
体
に
対
し
て
は
、
防
御
権
型
の
三
段
階
審
査
は
及
ば
な

い
が
、
自
由
が
適
切
に
行
使
さ
れ
う
る
よ
う
に
内
容
形
成
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
）
19
（

る
。

　

他
方
で
、
生
存
最
低
限
度
保
障
へ
の
基
本
権
の
場
合
に
は
、
権
利
内
容
そ
れ
自
体
を
立
法
者
が
具
体
化
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
内
容

形
成
の
場
合
と
は
性
質
が
異
な
）
20
（

る
。
内
容
形
成
が
基
本
権
的
自
由
の
内
容
確
定
、
す
な
わ
ち
、
自
由
な
活
動
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
侵
害

に
備
え
た
前
提
作
業
で
あ
る
の
に
対
し
、
同
基
本
権
の
具
体
化
は
、
基
本
権
そ
の
も
の
の
具
体
化
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で

も
な
い
。
重
要
な
の
は
、
基
本
権
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
立
法
者
の
形
成
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生

存
最
低
限
度
保
障
へ
の
基
本
権
の
規
範
的
根
拠
の
半
分
を
形
成
し
て
い
る
、
国
家
目
標
規
定
と
さ
れ
る
社
会
国
家
原
理
か
ら
流
入
し
て
い

る
論
理
で
あ
）
21
（

り
、
一
般
的
な
基
本
権
と
は
異
な
る
（
後
述
三
㈠
3
参
照
）。
玉
蟲
も
、
こ
の
点
を
も
っ
て
、
同
基
本
権
が
「
そ
の
本
質
に
お

い
て
国
家
目
標
規
定
に
近
い
」
と
論
じ
た
わ
け
だ
が
、
確
か
に
、
一
般
的
な
基
本
権
と
異
な
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
そ
の
指
摘
は
正
し

い
。
と
は
い
え
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
権
利
の
具
体
化
の
必
要
不
可
欠
性
が
、
真
正
の
基
本
権
と
し
て
の
性
格
を
排
除

す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
こ
の
点
が
重
要
な
の
は
、
そ
れ
に
よ
り
司
法
的
統
制
が
困
難
に
な
る
か
ら

で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
統
制
が
可
能
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
検
討
し
た
か
ら

で
あ
る
。
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三　
「
生
存
権
」
の
構
造
お
よ
び
内
容

　

前
章
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
裁
判
所
に
よ
る
統
制
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
の
基
本
権
と
し
て
「
生
存
権
」
を
認
め
る

意
味
が
生
じ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
権
利
構
成
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
次
に
問
題
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
容
易
で
は
な
）
22
（
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
に
お
い
て
、「
基
本
権
と
し
て
の
給
付
請
求
権
の

司
法
適
合
性
の
欠
如
と
、（
拘
束
力
あ
る
給
付
権
の
承
認
の
際
の
）
議
会
の
権
限
の
憲
法
裁
判
所
へ
の
移
転
と
の
ジ
レ
ン
マ
」
に
直
面
し
）
23
（

た
。

そ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
た
め
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
見
出
し
た
の
が
、「
保
障
権
」
な
い
し
「
枠
組
み
基
本
権
」
と
い
う

構
成
で
あ
る
。

㈠　

主
観
的
権
利
と
し
て
の
構
造

1　
「
枠
組
み
基
本
権
（R
ahm
engrundrecht

）」
と
い
う
構
成

　

国
家
目
標
規
定
の
研
究
を
専
門
と
す
る
カ
ー
ル
=
ペ
ー
タ
ー
・
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、「
段
階
的
な
社
会
的
諸
権
利
（Soziale Recchte in 

Stufen

）」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
を
素
材
に
、
社
会
的
基
本
権
の
独
自
の
存
在
形
態
を
探
究
し
て
い
る
。「
結
局

の
と
こ
ろ
、
社
会
的
基
本
権
は
、
国
家
目
標
規
定
か
ら
…
…
こ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
）
24
（
い
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
的
基
本
権

は
、
伝
統
的
に
、
独
自
の
存
在
形
態
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
で
は
、
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
で
承
認
さ
れ
た
新
た

な
基
本
権
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
最
低
限
度
の
保
障
を
求
め
る
基
本
権
」
は
、
鋭
く
も
玉
蟲
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

国
家
目
標
（
規
定
）
と
し
て
把
握
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
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⑴　

社
会
的
基
本
権
へ
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、「
一
方
で
は
、
社
会
的
基
本
権
に
主
観
法
的
側
面
を
付
与
す
る
試
み
は
、

―
公
共
体
の
経
済
的
給
付
能

力
の
限
界
が
克
服
さ
れ
え
な
い
と
し
て
も

―
個
人
に
社
会
的
保
証
（soziale Verbürgung

）
を
行
い
た
い
と
い
う
願
い
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
う
る
。
他
方
で
、
社
会
的
基
本
権
に
よ
っ
て
優
遇
さ
れ
る
者
を
、
憲
法
上
命
じ
ら
れ
た
客
観
的
な
国
家
の
行
為
義
務
に
よ
り
単
に
反

射
と
し
て
優
遇
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
受
給
者
の
地
位
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
）
25
（

る
」。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
を
目
指
し
て

な
さ
れ
る
社
会
的
諸
権
利
の
主
観
的
権
利
化
（Subjektivierung

）
に
は
、
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
す
る
。

　

第
一
に
、
伝
統
的
な
「
主
観
的
権
利
と
し
て
の
社
会
的
基
本
権
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。「
労
働
を
求
め
る
権
利
ま
た
は
社
会

的
安
全
（soziale Sicherheit
）
を
求
め
る
権
利
の
よ
う
な
社
会
的
給
付
権
が
、
行
為
・
給
付
条
件
な
ら
び
に
場
合
に
よ
っ
て
は
組
織
や
手

続
を
規
定
す
る
法
律
上
の
具
体
化
を
必
要
と
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
具
体
的
な
給
付
の
請
求
可
能
性
を
視
野
に
入

れ
る
場
合
に
は
、
憲
法
上
の
社
会
的
保
証
に
対
し
て
直
接
の
請
求
可
能
性
を
創
設
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
こ
と
を
せ
よ
と
い
う
の
に
等

し
い
。
権
力
分
立
か
ら
し
て
も
、
裁
判
官
の
ル
ー
ル
形
成
に
は
限
界
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
憲
法
上
の
社
会
的
保
証
は
、
通

常
、
た
と
え
そ
れ
が
『
…
を
求
め
る
権
利
（D

as Recht auf ...

）』
と
定
式
化
さ
れ
て
い
て
も
、
純
粋
に
客
観
法
的
に
作
用
す
る
立
法
委
託

な
い
し
国
家
目
標
規
定
と
し
て
解
さ
れ
る
」。

　

ま
た
、「
少
な
く
と
も
給
付
の
核
心
を
直
接
の
請
求
可
能
性
を
目
指
す
、
法
解
釈
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
、
い
わ
ゆ
る
『
極
限
事
例
的
手
法

（Extrem
fallm

ethode

）』
が
あ
る
」。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
差
し
迫
っ
た
困
窮
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
官
庁
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
裁
判
官

の
指
示
に
基
づ
い
て
、
現
実
の
困
窮
状
態
（N

otlage

）
を
回
避
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
取
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
い
く
つ
か
の
憲
法

は
、
憲
法
上
直
接
的
な
主
観
的
給
付
権
を
、
少
な
く
と
も
困
窮
状
態
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
」。
例
え
ば
、
一
九
九
九
年
ス
イ
ス
連
邦

憲
法
一
二
条
は
、「
困
窮
状
態
に
陥
り
、
自
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
扶
助
お
よ
び
世
話
、
な
ら
び
に
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生

活
に
不
可
欠
な
手
段
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
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全
体
と
し
て
は
確
認
さ
れ
う
る
の
は
、
具
体
的
な
給
付
請
求
権
を
社
会
的
基
本
権
か
ら
直
接
に
導
出
す
る
こ
と
は
例
外
で
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
核
心
領
域
に
つ
い
て
は
主
観
的
権
利
化
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
自
由
権
や
平
等
権
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
る
主
観
的
権
利
化
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。「
例
え
ば
、
社
会
国
家
原
理
の

よ
う
な
国
家
目
標
規
定
と
結
び
つ
い
た
自
由
権
や
平
等
権
か
ら
、
ま
た
は
生
命
へ
の
権
利
お
よ
び
身
体
が
害
さ
れ
な
い
こ
と
へ
の
権
利
と

の
結
合
や
、
給
付
法
上
創
設
さ
れ
た
健
康
を
求
め
る
権
利
か
ら
、
追
加
的
な
主
観
法
的
地
位
が
生
じ
う
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
も
、
具
体

化
規
定
な
し
で
の
履
行
可
能
性
は
限
定
さ
れ
て
い
る
」。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、「
平
等
権
と
社
会
的
保
証
と
の
結
び
つ
き
か
ら
、
比
較
的

広
い
主
観
法
的
射
程
が
生
じ
う
る
の
は
、
特
定
の
人
的
集
団
へ
の
具
体
化
さ
れ
た
給
付
規
定
が
す
で
に
存
在
し
、
他
の
集
団
が
正
当
な
細

分
化
根
拠
な
し
に
給
付
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
平
等
違
反
の
優
遇
排
除
の
確
認
が
、

何
度
も
、
既
存
の
給
付
体
制
の
更
な
る
人
的
集
団
へ
の
拡
張
を
導
い
て
き
た
。
そ
の
際
、
社
会
的
な
憲
法
委
託
の
具
体
化
が
よ
く
問
題
と

な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
源
的
な
結
合
点
は
、
既
存
の
一
般
法
律
上
の
規
定
で
あ
る
」。

　

第
三
に
、
主
観
的
権
利
化
委
託
付
き
の
国
家
目
標
規
定
と
し
て
の
社
会
的
基
本
権
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。「
主
観
的
権
利
化
の

次
元
を
さ
ら
に
把
握
す
る
な
ら
、
社
会
的
基
本
権
か
ら
取
り
出
さ
れ
う
る
、
立
法
者
へ
の
主
観
的
権
利
化
委
託
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
憲
法
上
の
社
会
的
保
証
は
、
部
分
的
に
は
国
家
の
作
用
・
促
進
義
務
と
し
て
、
部
分
的
に
は
基
本
権
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て

い
る
」。
基
本
権
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
て
も
、「
例
え
ば
、
社
会
的
安
全
に
配
慮
す
る
国
家
の
義
務
だ
け
で
な
く
、『
社
会
的
安
全
を

求
め
る
権
利
』
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
定
式
は
規
範
的
に
は
、
供
給
さ
れ
る
べ
き
社
会
給
付
を
、
相
応
す
る
潜
在
的
給
付

受
給
者
の
主
観
法
的
地
位
と
結
び
つ
け
る
、
立
法
者
の
義
務
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
遂
行
さ
れ
る
」。

　

玉
蟲
が
指
摘
し
た
「
生
存
最
低
限
度
保
障
へ
の
基
本
権
」
の
法
的
性
質
お
よ
び
構
造
が
、
ま
さ
に
第
三
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
は
、
同
基
本
権
を
客
観
法
上
の
「
主
観
的
権
利
化
委
託
」
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
規
範
的
要
求
お

よ
び
実
際
の
審
査
の
内
容
か
ら
し
て
も
、
遥
か
先
へ
と
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
っ
た
の
か
。
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⑵　

枠
組
み
基
本
権

　

第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
が
承
認
し
た
憲
法
上
の
給
付
請
求
権
は
、「
ま
ず
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
意
味
で
、
直
接
的
な
わ
け
で
は
な
）
26
（

い
」。

同
権
利
は
、「
第
一
に
、『
規
範
給
付
を
求
め
る
請
求
権
』
で
あ
る
」（
傍
線
筆
者
）。
な
ぜ
な
ら
、「
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
最
低
限

度
の
保
障
は
、
法
律
上
の
請
求
権
を
通
じ
て
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、「
こ
こ
で
第
二
段
階
、
つ
ま
り
一
般

法
律
上
で
の
生
存
最
低
限
度
を
求
め
る
権
利
の
主
観
的
権
利
化
段
階
が
論
じ
ら
れ
る
」（
傍
線
筆
者
）。
こ
れ
に
「
以
前
の
判
例
に
依
拠
し

て
維
持
さ
れ
る
実
体
的
な
明
白
性
の
統
制
を
付
け
加
え
れ
ば
、
枠
組
的
権
利
の
像
が
現
れ
る
。
そ
の
角
の
各
頂
点
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁

判
所
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
う
る
枠
組
み
は
、
具
体
化
す
る
一
般
法
律
上
の
一
定
の
給
付
権
を
通
じ
て
充
塡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
意
味
で
、
二
段
階
の
主
観
的
権
利
化
、
な
い
し

―
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
定
式
に
依
拠
し
て

―
『
権
利
を
求
め
る
権
利
』
が
語

ら
れ
う
）
27
（

る
」（
傍
線
筆
者
）。

　

ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
段
階
構
造
は
、
権
利
保
護
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
な
ぜ
な
ら
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
具
体

化
す
る
給
付
法
律
に
対
し
て
、
新
た
な
審
査
の
標
識
を
設
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
彼
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
第
一
次
ハ
ル
ツ

Ⅳ
判
決
で
、
給
付
法
律
へ
の
審
査
に
際
し
、
結
果
に
対
す
る
実
体
的
な
明
白
性
の
統
制
に
と
ど
ま
ら
ず
、
立
法
者
の
評
価
根
拠
の
観
点
か

ら
の
、
手
続
に
関
す
る
実
効
的
な
統
制
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
点
を
指
摘
す
る
。

2　
「
枠
組
み
基
本
権
」
と
い
う
構
成
の
検
討

　

社
会
的
基
本
権
の
主
観
的
権
利
と
し
て
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、「
枠
組
み
基
本
）
28
（

権
」
と
い
う
構
成
が
興
味
深
い
の
は
、
次
の
二
点

で
あ
る
。

　

い
ず
れ
も
明
示
的
に
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
第
一
に
、
憲
法
上
枠
組
み
が
示
さ
れ
た
そ
れ
だ
け
で
は
不
完
全
な
権
利
は
、
一
般
法
律

上
の
給
付
権
を
通
じ
て
充
塡
さ
れ
、
一
個
の
権
利
と
し
て
完
成
す
る
（
さ
ら
に
後
述
三
㈡
２
参
照
）。
そ
れ
ゆ
え
、
生
存
最
低
限
度
保
障
へ

の
基
本
権
は
、
第
一
に

0

0

0

、「
規
範
的
給
付
を
求
め
る
請
求
権
」
な
の
で
あ
り
、
最
終
的
な
到
達
地
点
は
、「
完
全
な
権
利
（Vollrecht

）」
と
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し
て
の
形
態
の
獲
得
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
生
存
最
低
限
度
保
障
へ
の
基
本
権
は
、
そ
の
完
成
形
と
し
て
は
、

―
平
穏
な
言
い
方
を

す
れ
ば

―
憲
法
（
制
定
者
）
と
一
般
法
律
（
制
定
者
）
と
の
協
働
作
業
に
よ
り
獲
得
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
）
29
（

る
。
こ
れ
は
、
日
本
の

抽
象
的
権
利
説
の
給
付
法
一
体
化
（
憲
法
化
）
論
と
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
次
の
点
で
決
定
的
に
異
な
る
。
枠
組
的
権
利
の
補

充
に
あ
た
っ
て
は
、
立
法
者
に
形
成
の
余
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
憲
法
上
の
枠
組
み
を
満
た
し
う
る
給
付
請
求
権
は
複
数
存
在
す

る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
基
本
権
の
枠
組
み
に
適
合
す
る
一
般
法
律
上
の
給
付
請
求
権
の
行
使
が
、
同
時
に
憲
法
上
の
生
存
最

低
限
度
保
障
へ
の
基
本
権
の
行
使
で
も
あ
る
一
方
で
、
同
基
本
権
は
、
他
の
「
枠
組
み
適
合
的
」
な
一
般
法
律
上
の
給
付
請
求
権
へ
の
変

更
に
対
し
て
、
抵
抗
力
を
持
た
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
基
本
権
自
体
の
具
体
化
に
、
立
法
者
の
形
成
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の

帰
結
で
あ
る
。
憲
法
上
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
権
利
の
枠
組
み
に
す
ぎ
な
い
。
た
か
が
枠
組
み
、
さ
れ
ど
枠
組
み
で
あ
る
。

　

ま
た
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
の
段
階
的
思
考
は
、
国
家
目
標
規
定
の
構
造
お
よ
び
そ
の
具
体
化
プ
ロ
セ
ス
を
反
映
さ
せ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
家
目
標
規
定
は
、
憲
法
上
は
、
目
標
を
規
定
す
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
実
現
の
手
段
や
程
度
に
つ
い
て
は

確
定
し
な
）
30
（

い
。
そ
の
た
め
、
少
な
く
と
も
そ
の
本
質
的
な
部
分
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
残
余
に
つ

い
て
は
立
法
者
お
よ
び
執
行
府
に
よ
り
更
な
る
具
体
化
が
な
さ
れ
）
31
（
る
。
枠
組
み
基
本
権
は
、
そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
、
憲
法
上
の
「
基

本
権
」
と
し
て
は
、
枠
組
み
の
み
が
規
定
さ
れ
、
そ
の
充
塡
は
、
立
法
者
に
よ
る
「
給
付
権
」
の
形
成
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
。
明
示
さ
れ

て
は
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
国
家
目
標
規
定
と
の
違
い
は
、
枠
組
み
基
本
権
が
、
各
段
階
（
こ
こ
で

は
憲
法
お
よ
び
一
般
法
律
）
に
お
け
る
主
観
的
権
利
の
連
関
の
中
で
の
み
、
捉
え
ら
れ
る
点
だ
ろ
う
。

3　
「
保
障
権
（Gew

ährleistungsrecht

）」
と
い
う
構
成

　

生
存
最
低
限
度
保
障
へ
の
基
本
権
を
構
成
す
る
方
法
と
し
て
、
枠
組
み
基
本
権
の
ほ
か
に
、「
保
障
権
（G

ew
ährleistungsrecht

）」
と

い
う
有
力
な
見
解
が
あ
る
。
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
も
、「
基
本
法
一
条
一
項
か
ら
生
じ
る
こ
の
基
本
権
は
、
基
本
法
二
〇
条
一
項
と
結

び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
保
障
権
と
し
て
…
…
独
自
の
意
義
を
有
す
る
」
と
し
て
、
こ
の
術
語
を
用
い
て
い
）
32
（
る
。
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こ
の
見
解
の
基
本
と
な
る
テ
ー
ゼ
は
、「
保
障
権
は
、
根
拠
に
関
し
て
の
み
（nur dem

 G
runde nach

）
確
保
さ
れ
て
い
る
」（
傍
線
原
著

者
）
と
い
う
こ
と
で
あ
）
33
（

る
。
憲
法
は
国
家
に
、
生
存
最
低
限
度
を
保
障
す
る
義
務
を
課
す
が
、
そ
の
請
求
権
の
範
囲
は
憲
法
か
ら
直
接
に

は
導
か
れ
え
な
い
。
そ
の
具
体
化
は
立
法
者
に
命
じ
ら
れ
、
立
法
者
は
、
給
付
請
求
権
の
要
件
と
効
果
を
具
体
化
す
る
義
務
が
あ
る
。

「
憲
法
（
お
よ
び
憲
法
解
釈
）
の
過
剰
要
求
は
、
こ
う
し
て
回
避
さ
れ
）
34
（
る
」。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
上
直
接
の
給
付
請
求
権
を
断
念

す
る
代
わ
り
に
、
給
付
請
求
権
を
憲
法
上
そ
の
根
拠
に
関
し
て
の
み
与
え
た
。
こ
の
点
で
、
つ
ま
り
、
根
拠
に
関
し
て
は
、
生
存
最
低
限

度
保
障
へ
の
基
本
権
は
、「
任
意
に
処
分
し
え
ず
（unverfügbar

）、
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（BVerfG

E 125, 175

﹇255

﹈）。
こ

れ
が
意
味
す
る
の
は
、
立
法
者
が
何
も
し
な
い
で
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
権
限
あ
る
給
付
官
庁
に
対
す
る
市
民
の
、
具
体
的
な
（
一
般

法
律
上
の
）
給
付
請
求
権
を
含
む
、
議
会
法
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
立
法
者
が
そ
れ
を
十
分
に
履

行
し
な
い
場
合
に
は
、
一
般
法
律
は
そ
の
形
成
の
欠
缺
の
範
囲
に
お
い
て
違
憲
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
見
解
に
と
っ
て
参
考
と
さ
れ
る
の
は
、
一
九
七
七
年
に
お
い
て
す
で
に
ユ
ル
ゲ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
要

件
と
効
果
に
お
け
る
給
付
請
求
権
の
憲
法
上
の
未
確
定
性
は
、
主
観
的
権
利
に
と
っ
て
不
利
な
結
論
を
導
く
の
で
あ
っ
て
、
国
家
の
給
付

義
務
に
対
し
て
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
）
35
（
る
。
つ
ま
り
、
両
者
を
区
別
す
れ
ば
、
国
家
の
給
付
義
務
は
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
憲
法
上
の
確
定
性
を
断
念
し
、
最
初
か
ら
憲
法
上
未
確
定
な
権
利
と
し
て
、
こ
の
権
利
を
構
成
す

る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
可
能
性
／
第
三
の
道
を
開
拓
し
た
。
ま
た
、「
保
障
権
」
は
、
用
語
法
と
し
て
は
、
ハ
ン
ス
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・

ル
ッ
プ
が
、
一
九
七
二
年
に
提
唱
し
た
「
保
障
原
理
」
が
主
観
的
権
利
化
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
て
い
）
36
（
る
。

　
「
保
障
権
」
の
規
範
的
性
質
は
、
規
範
的
根
拠
の
観
点
か
ら
も
説
明
さ
れ
う
る
（
以
下
要
）
37
（

約
）：

　

こ
の
基
本
権
の
そ
の
よ
う
な
性
質
は
、「
基
本
法
二
〇
条
一
項
と
結
び
つ
い
た
基
本
法
一
条
一
項
」
と
い
う
法
的
根
拠
か
ら
も
説
明
さ
れ
う
る
。
同
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基
本
権
は
、
基
本
法
一
条
一
項
に
規
定
さ
れ
た
人
間
の
尊
厳
と
も
、
基
本
法
二
〇
条
一
項
に
規
定
さ
れ
た
社
会
国
家
原
理
と
も
、
性
質
・
内
容
そ
れ
ぞ

れ
に
お
い
て
異
な
り
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
を
部
分
的
に
継
受
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
両
規
範
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
人
間
の
尊
厳

の
保
障
が
、
請
求
権
の
憲
法
上
の
根
拠
と
、
そ
の
内
容
上
の
基
準
を
与
え
る
の
に
対
し
、
社
会
国
家
原
理
は
人
間
の
尊
厳
を
補
完
す
る
と
同
時
に
、
そ

こ
に
「
ヤ
ヌ
ス
の
双
面
的
機
能
」
を
与
え
る
。

　

一
方
で
は
、
同
基
本
権
は
、
基
本
法
一
条
一
項
の
保
護
領
域
を
拡
大
す
る
。
一
九
五
一
年
の
判
決
（BVerfG

E 1,97

）
で
は
、
人
間
の
尊
厳
は
、

第
三
者
に
よ
る
人
間
の
尊
厳
に
違
反
す
る
行
為
か
ら
の
保
護
を
求
め
る
権
利
を
含
む
が
、
こ
れ
は
物
質
的
困
窮
か
ら
の
保
護
を
含
む
も
の
で
は
な
い
と

さ
れ
た
と
こ
ろ
、
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
は
、
社
会
国
家
原
理
を
通
じ
て
、
人
間
の
尊
厳
に
、
狭
義
の
給
付
請
求
権
的
・
社
会
国
家
的
次
元
を
付
け
加

え
た
。

　

他
方
で
、
社
会
国
家
原
理
に
は
、
形
成
的
・
動
態
的
要
素
が
本
来
備
わ
っ
て
い
る
。
基
本
法
二
〇
条
一
項
は
、
社
会
給
付
に
関
す
る
特
定
の
水
準
を

規
定
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
都
度
の
発
展
状
況
や
生
活
状
況
に
合
わ
せ
て
、
社
会
的
公
共
体
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
国
家
に
求
め
て
い
る
。
生
存
最

低
限
度
の
確
定
も
、
社
会
の
枠
条
件
に
合
わ
せ
て
繰
り
返
し
新
た
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、（
社
会
政
治
的
）
評
価
と
不
可
避
的
に
結
び
つ

い
た
形
成
的
行
為
で
あ
る
と
い
う
点
で
変
わ
り
な
い
。
で
は
一
体
だ
れ
が
、
基
本
法
の
権
限
秩
序
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
形
成
的
行
為
を
な
し
う
る

か
、
ま
た
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
す
で
に
何
度
も
社
会
国
家
原
理
の
具
体
化
は
、
立
法
者
の
任
務
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
基
本
権
実
現
に
と
っ
て
重
要
な
規
律
は
立
法
者
が
自
ら
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
法
治
国
家
原
理
お
よ

び
民
主
政
原
理
（
基
本
法
二
〇
条
一
項
お
よ
び
三
項
）
か
ら
導
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
政
治
的
決
定
が
常
に
歳
出
と
関
連
し
、
し
た
が
っ
て
予

算
法
立
法
者
の
権
限
（
基
本
法
一
一
〇
条
二
項
一
文
参
照
）
に
基
づ
く
限
り
で
、
い
っ
そ
う
妥
当
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
社
会
国
家
原
理
の
具

体
化
に
つ
い
て
、
常
に
広
範
な
形
成
の
余
地
を
立
法
者
に
認
め
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
だ
け
が
生
存
最
低
限
度
の
額
（H

öhe

）
を
決
め
る

こ
と
が
で
き
、
憲
法
裁
判
上
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
形
成
の
余
地
が
立
法
者
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
正
し
い
。

　

つ
ま
り
、
社
会
国
家
原
理
は
、
こ
の
点
で
、
あ
る
程
度
、
基
本
法
一
条
一
項
の
規
範
力
を
相
対
化
し
て
い
る
。
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
最
低
限

度
へ
の
保
障
権
は
、
そ
の
性
質
上
、

―
人
間
の
尊
厳
保
障
の
絶
対
的
な
尊
重
請
求
権
と
は
異
な
り

―
相
対
的
で
あ
る
。
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4　
「
保
障
権
」
と
い
う
構
成
の
検
討

　

こ
の
見
解
は
、
枠
組
的
権
利
説
と
比
べ
て
、
主
観
的
権
利
と
し
て
の
「
構
造
」
を
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ

の
主
眼
は
、
憲
法
上
の
本
源
的
給
付
請
求
権
の
成
立
可
能
性
、
つ
ま
り
「
基
本
権
と
し
て
の
給
付
請
求
権
の
司
法
適
合
性
の
欠
如
と
、

（
拘
束
力
あ
る
給
付
権
の
承
認
の
際
の
）
議
会
の
権
限
の
憲
法
裁
判
所
へ
の
移
転
と
の
ジ
レ
ン
マ
」
の
解
消
の
た
め
に
、「
本
源
的
給
付
請
求

権
の
支
持
者
と
反
対
者
と
の
間
で
の
妥
協
（Kom

prom
iss

）」
点
を
探
る
こ
と
に
あ
）
38
（

る
。
こ
の
見
解
が
「
第
三
の
道
」
と
さ
れ
る
所
以
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
保
障
権
説
を
防
御
権
的
構
成
と
は
異
な
る
と
い
う
程
度
の
意
味
で
捉
え
れ
ば
、
枠
組
的
権
利
説
と
の
間
に
実
践
的
に

大
き
な
違
い
は
な
い
。㈡　

二
段
階
の
内
容

　

両
説
の
構
成
は
、
権
利
内
容
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
従
来
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
憲
法
上
の
「
生
存
権
」

と
一
般
法
律
上
の
社
会
扶
助
請
求
権
と
の
連
続
性
に
も
注
意
を
喚
起
す
る
。
さ
ら
に
、
枠
組
的
権
利
説
を
参
照
す
れ
ば
、
規
範
性
を
発
揮

す
る
基
礎
と
な
る
枠
組
み
部
分
と
、
給
付
要
件
お
よ
び
給
付
内
容
か
ら
な
る
抽
象
的
な
給
付
権
部
分
と
い
う
、
二
段
階
の
権
利
内
容
が
明

ら
か
と
な
る
。

1　

生
存
最
低
限
度
と
そ
の
「
保
障
」

　

玉
蟲
は
、「
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
を
求
め
る
権
利
は
、
最
低
限
度
の
生
活
の
維
持
に
必
要
な
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
を
直
接
に
要

求
す
る
権
利
と
い
う
よ
り
も
、
最
低
限
度
の
生
活
を
国
家
が
実
現
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
権
利
で
あ
る
。
請
求
が
最
低
限
度
の
生
活
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
そ
の
実
現
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」
と
分
析
し
て
い
）
39
（
る
。
こ
れ
は
部
分
的
に
は
、
極
め
て
正
し
い
認
識
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
玉
蟲
の
場
合
、
し
た
が
っ
て
「
権
利
と
し
て
は
未
だ
抽
象
的
」
で
あ
り
、
同
権
利
は
「
そ
の
革
新
的
な
外
観
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最

低
限
度
の
生
活
の
内
容
決
定
に
際
し
て
多
く
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
と
繫
が
っ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
実
は
こ
の
点
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は
、
日
本
に
お
け
る
議
論
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
と
の
大
き
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
生
存
権
は
、
基
本
的
に
、「
必

要
な
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
を
直
接
に
要
求
す
る
権
利
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
生
存
権
」
は
、

第
一
に
「
生
存
最
低
限
度
を
国
家
が
保
障
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
」
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
給
付
の
対
象
は
規
範
に
ま
で
広
が
る
。

こ
れ
が
、「
枠
組
み
基
本
権
」
お
よ
び
「
保
障
権
」
の
前
提
と
な
る
認
識
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
論
者
の
間
で
も
幾
つ
か
の
見
解
が
あ
る
が
、
一
つ
の
見
方
は
、
同
基
本
権
は
、
事
実
上
の
給
付
で
は
な

く
、
規
範
的
給
付
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
）
40
（
る
。
同
基
本
権
に
基
づ
き
主
張
で
き
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
一
般
法
律
上
の
給
付

規
定
の
形
式
で
の
立
法
者
の
行
為
だ
け
で
あ
り
、
具
体
的
な
給
付
そ
れ
自
体
の
確
保
で
は
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、

「
立
法
上
の
形
成
裁
量
に
よ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
独
自
の
評
価
お
よ
び
価
値
づ
け
に
基
づ
き
形
成
的
に
自
ら
一
定
の
給
付
額
を
定

め
る
権
限
を
有
し
な
い
」
と
い
う
同
判
決
の
説
示
（BVerfG

E 125, 175 

﹇256

﹈）

―
も
っ
と
も
、
同
判
示
部
分
の
記
述
は
、
判
決
形
式

に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る

―
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
基
本
権
が
、
直
接
憲
法
か
ら
は
、
そ
の

範
囲
に
つ
い
て
（dem

 U
m
fang nach

）
で
は
な
く
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
（dem

 G
runde nach

）
し
か
導
か
れ
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
必

然
的
帰
結
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
も
し
憲
法
が
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
需
要
を
ど
の
額
で
満
た
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
定
量
化
さ
れ
た

規
準
を
提
供
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
司
法
権
が
必
要
不
可
欠
な
給
付
範
囲
に
関
す
る
独
自
の
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
法

的
規
準
は
欠
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
な
規
準
な
し
に
自
ら
給
付
を
具
体
化
す
れ
ば
、
政
治
的

形
成
の
た
め
の
限
界
を
踏
み
越
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、「
こ
こ
で
〔
種
類
と
範
囲
に
つ
い
て
一
定
の
給
付
を

定
め
る
際
に
﹇
挿
入M

ayen

﹈〕
必
要
不
可
欠
な
価
値
づ
け
は
、
議
会
の
立
法
者
に
与
え
ら
れ
る
。〔
裁
判
所
で
は
な
く
﹇
挿
入

M
ayen

﹈〕
立
法
者
は
、
給
付
請
求
権
を
、
要
件
と
効
果
の
中
で
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
の
判

示
（BVerfG

E 125, 175

﹇224

﹈）
が
引
用
さ
れ
て
い
）
41
（

る
。
こ
の
価
値
づ
け
の
枠
内
で
は
、
立
法
者
は
給
付
の
財
政
的
根
拠
を
も
考
慮
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
立
法
者
に
よ
る
給
付
請
求
権
の
具
体
化
の
必
要
不
可
欠
性
は
、
と
り
わ
け
、
そ
の
よ
う
な
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給
付
請
求
権
の
基
礎
付
け
が
公
的
予
算
に
対
す
る
重
大
な
財
政
的
影
響
と
結
び
つ
く
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
）
42
（
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

従
来
学
説
で
主
張
さ
れ
て
い
た
給
付
請
求
権
と
比
べ
、「
保
障
権
」
は
明
ら
か
に
弱
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
の
「
枠
組
み
基
本
権
」
論
は
、
第
一
段
階
で
憲
法
上
の
枠
組
的
権
利
（Rahm

enrecht

）
を
創
出
し
、

そ
の
補
充
と
し
て
、
第
二
段
階
で
一
般
法
律
上
の
給
付
権
が
求
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、
枠
組
み
が
権
利
内
容
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
こ
で

要
求
さ
れ
る
一
般
法
律
上
の
給
付
権
の
抽
象
的
内
容
も
、
同
基
本
権
の
権
利
内
容
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

私
見
で
も
、「
生
存
最
低
限
度
」
を
求
め
る
権
利
で
は
な
く
、「
生
存
最
低
限
度
の
保
障
」
を
求
め
る
権
利
と
定
式
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
や
は
り
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
確
か
に
最
初
の
見
解
が
述
べ
る
よ
う
に
、
事
実
上
の
給
付
を
保
障
内
容
か
ら
排
除
し
、
給
付

権
の
給
付
に
舵
を
切
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
最
低
限
度
の
「
保
障
」
を
国
家
に
求
め
る
権
利
で
あ
る
と
読
む
べ
き

で
、
つ
ま
り
、
立
法
者
に
よ
る
給
付
権
の
給
付
は
、
原
則
的
な
「
保
障
」
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
例
外
的
に
は
、
裁
判
所
に
よ
る
事
実

上
の
給
付
や
給
付
権
の
給
付
（
ど
う
い
う
形
を
と
る
べ
き
か
は
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
）
の
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
同

判
決
で
、
社
会
法
典
の
規
定
に
な
い
過
酷
事
例
に
際
し
て
の
給
付
が
例
外
的
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
裁
判
所
に
よ
る
具
体

的
な
給
付
が
一
切
排
除
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
に
対
す
る
反
証
に
な
り
う
る
。
そ
し
て
、「
保
障
」
と
い
う
言
葉
が
挿
入
さ
れ
た
こ

と
の
も
う
一
つ
の
意
味
と
し
て
、
裁
判
所
が
こ
の
分
野
で
「
保
障
主
体
」
と
し
て
役
割
を
果
た
し
う
る
こ
と
を
自
ら
示
し
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
同
基
本
権
が
、
基
本
法
一
条
三
項
に
適
合
す
る
「
基
本
権
」
で
あ
り
、
裁
判
所
も
一
定
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、

「
生
存
最
低
限
度
」
を
求
め
る
権
利
で
は
狭
す
ぎ
る
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。

2　

給
付
根
拠
・
給
付
範
囲
・
給
付
額

　

仮
に
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
の
考
え
を
敷
衍
し
て
、
同
基
本
権
が
一
般
法
律
上
の
社
会
扶
助
請
求
権
と
一
体
で
あ
り
、
単
に
規
範
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
の
都
合
上
、
多
層
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
と
、
そ
の
権
利
構
造
は
、
社
会
扶
助
請
求
権
の
構
造
を
当
然
に
引
き
継
ぐ

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
給
付
条
件
と
給
付
内
容
（
そ
れ
ぞ
れ
要
件
と
効
果
に
対
応
す
る
）
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
社
会
扶
助
請
求
権
の
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性
質
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
示
か
ら
し
て
も
、
給
付
要
件
は
要
扶
助
性
の
存
在
で
あ
り
、
給
付
内
容

は
、
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
の
維
持
に
必
要
不
可
欠
な
手
段
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
抽
象
的
レ
ベ
ル
で
は
あ
る
が
、
憲
法

上
の
給
付
請
求
権
も
形
は
整
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
よ
り
単
純
に
同
基
本
権
の
構
造
を
考
察
す
る
と
、
社
会
扶
助
請
求
権
を
構
成
す

る
給
付
条
件
と
給
付
内
容
が
、
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
で
の
み
、
憲
法
上
規
定
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所

が
「
基
本
法
一
条
一
項
の
給
付
請
求
権
は
、
根
拠
に
つ
い
て
は
（dem

 G
runde nach

）、
憲
法
上
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
が
、「
請
求

権
の
範
囲
は
、
需
要
の
種
類
や
そ
れ
に
必
要
な
手
段
の
観
点
か
ら
、
直
接
憲
法
か
ら
導
か
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
と
き
、
前
者

に
よ
り
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
、Anspruch dem

 G
runde nach

（
給
付
根
拠
に
関
す
る
請
求
権
）、
後
者
で
はAnspruch dem

 U
m
fang 

und der H
öhe nach

（
給
付
範
囲
と
額
に
関
す
る
請
求
権
）
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
一
般
法
律
上
の
給
付
請
求
権
の
構
成
と
は
何
か
。
例
え
ば
、
社
会
法
典
第
一
二
編
の
「
社
会
扶
助
へ
の
法
的
請
求
権
は
、
通

常
、
根
拠
に
関
す
る
請
求
権
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
社
会
扶
助
の
担
い
手
が
活
動
し
、
扶
助
を
給
付
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
扶
助
の
種
類
と
程
度
に
関
す
る
決
定
は
、
社
会
法
典
第
一
二
編
が
裁
量
を
排
除
し
な
い
限
り
、
社
会
扶
助
の
担
い
手
の

義
務
的
裁
量
の
中
に
あ
る
（
社
会
法
典
第
一
二
編
一
七
条
二
）
43
（

項
）」。
と
す
れ
ば
、
実
際
に
は
、
扶
助
の
種
類
と
程
度
に
つ
い
て
、
行
政
に
よ

る
更
な
る
決
定
（
裁
量
権
行
使
）
が
必
要
と
な
る
。
こ
こ
で
の
「
根
拠
に
関
す
る
請
求
権
」
は
、「
額
に
関
す
る
請
求
権
（Anspruch der 

H
öhe nach

）」
と
の
対
比
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
な
給
付
条
件
が
満
た
さ
れ
た
だ
け
で
は
ま
だ
、
そ
の
給
付
金
額
は
決
ま
ら

な
い
。
そ
の
状
態
を
指
し
て
、「
根
拠
に
関
す
る
請
求
権
」
を
有
す
る
と
い
い
、
給
付
金
額
を
決
定
す
る
段
階
で
初
め
て
「
額
に
関
す
る

請
求
権
」
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、「
根
拠
に
関
す
る
請
求
権
」
は
、
一
般
的
な
給
付
条
件
と
し
て
、
個
人
的
な
給
付
条
件
と
区
別
し
て

用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

Anspruch dem
 U

m
fang nach

（
範
囲
に
関
す
る
請
求
権
）
と
い
う
用
語
は
一
般
的
で
な
い
が
、
ど
こ
ま
で
が
給
付
の
対
象
と
な
る
か
、

ど
の
よ
う
な
方
法
で
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
か
を
示
す
も
の
と
し
て
、
憲
法
レ
ベ
ル
で
の
給
付
請
求
権
の
設
定
に
際
し
て
、
必
要
と
な
っ
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た
概
念
区
分
と
考
え
ら
れ
る
。

　

給
付
条
件
と
給
付
内
容
と
の
関
係
で
考
え
る
と
、
給
付
条
件
に
関
し
て
は
憲
法
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
給
付
内
容
に
関
し
て
は
直
接
憲

法
か
ら
は
導
か
れ
な
い
。
請
求
権
の
側
か
ら
換
言
す
る
と
、「
人
は
、
憲
法
上
、Anspruch dem

 G
runde nach

を
有
す
る
が
、

Anspruch dem
 U

m
fang nach

を
有
し
な
い
、
し
た
が
っ
て
、Anspruch dem

 H
öhe nach

も
有
し
な
い
」
と
な
る
。

　

も
っ
と
も
、「Anspruch dem

 H
öhe nach

を
有
し
な
い
」
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
実
際
に
「Anspruch dem

 U
m
fang 

nach

」
に
つ
い
て
、
判
決
は

―
な
お
抽
象
的
で
は
あ
る
が

―
比
較
的
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
権
的
「
保
障
」

の
対
象
と
な
る
「
生
存
最
低
限
度
」
を
求
め
る
請
求
権
が
、「
基
本
権
の
一
体
的
保
障
を
通
じ
て
保
障
す
る
の
は
、
生
存
最
低
限
度
の
全

体
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
基
本
権
の
一
体
的
保
障
は
、
人
間
の
肉
体
的
生
存
、
す
な
わ
ち
食
事
、
衣
服
、
家
具
、
住
居
、
暖
房
、
衛
生
お

よ
び
健
康
を
も
、
人
間
関
係
を
営
む
た
め
の
可
能
性
な
ら
び
に
社
会
的
、
文
化
的
お
よ
び
政
治
的
生
活
に
最
低
限
参
加
す
る
可
能
性
の
確

保
を
も
含
ん
で
い
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
給
付
提
供
の
種
類
と
方
法
（
金
銭
給
付
、
現
物
給
付
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
給
付
か
）
に

関
し
て
立
法
者
は
完
全
に
自
由
で
あ
る
）
44
（

し
、
ま
た
、
例
え
ば
具
体
的
に
、
衣
料
品
項
目
で
仕
立
服
や
毛
皮
製
品
が
計
上
さ
れ
な
い
の
は
お

か
し
い
と
憲
法
上
主
張
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

3　

保
障
権
か
、
枠
組
み
基
本
権
か

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
同
基
本
権
を
説
明
す
る
の
に
、
保
障
権
と
、
枠
組
み
基
本
権
と
、
ど
ち
ら
が
適
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
な

お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
保
障
権
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
自
体
の
説
明
は
一
切
な
い
の
で
、
保
障
権
と
は
、
学
説
で

説
明
さ
れ
る
そ
れ
を
指
す
。
両
者
は
多
く
の
部
分
で
主
張
が
重
な
っ
て
い
る
が
、
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
保
障
権
が
、
一
定
の
要
請
を

満
た
す
一
般
法
律
上
の
給
付
請
求
権
を
求
め
る
権
利
で
あ
る
の
に
対
し
（
峻
別
指
向
）、
枠
組
み
基
本
権
が
、
憲
法
上
の
枠
組
的
権
利
と

そ
れ
を
満
た
す
一
般
法
律
上
の
給
付
請
求
権
と
い
う
二
段
構
え
で
、
同
基
本
権
を
把
握
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
（
非
峻
別
指
向
）。
社
会
扶

助
請
求
権
（
の
給
付
条
件
と
給
付
内
容
と
い
う
構
成
）
か
ら
一
直
線
で
説
明
す
る
に
は
後
者
の
方
が
適
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
同
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基
本
権
に
関
す
る
記
述
は
、
一
般
法
律
上
の
権
利
の
抽
象
的
内
容
も
、
憲
法
上
の
権
利
の
内
容
と
し
て
い
る
節
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
憲

法
上
の
保
障
権
と
そ
の
給
付
内
容
と
し
て
の
一
般
法
律
上
の
給
付
請
求
権
を
区
別
す
る
「
保
障
権
論
」
よ
り
も
、
枠
組
み
が
満
た
さ
れ
る

と
い
う
形
で
憲
法
上
の
枠
組
的
権
利
と
一
般
法
律
上
の
給
付
請
求
権
が
一
体
化
す
る
「
枠
組
み
基
本
権
」
の
方
が
、
こ
の
点
を
上
手
く
説

明
で
き
て
い
る
。

4　

憲
法
上
の
枠
組
み

　

で
は
一
体
、
憲
法
上
の
枠
組
み
と
し
て
何
が
あ
る
の
か
。
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
（
前
述
二
㈠
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
主
観
的

権
利
原
則
、
す
な
わ
ち
一
般
法
律
上
で
の
権
利
形
式
の
憲
法
上
の
保
障
で
あ
る
（
あ
え
て
書
け
ばAnspruch der Form

 nach

）。
第
二
に
、

需
要
充
足
の
原
則
（Bedarfdeckungsprin

）
45
（zip

）、
第
三
に
、
需
要
充
足
の
た
め
の
（
透
明
か
つ
適
正
な
）
手
続
の
保
障
、
第
四
に
、
予
防
措

置
の
設
置
で
あ
る
。四　

「
生
存
権
」
に
基
づ
く
審
査

　

同
判
決
は
、
前
章
ま
で
で
説
明
さ
れ
た
権
利
構
造
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
う
る
枠
組
み
」
を
前

提
に
、
ハ
ル
ツ
Ⅳ
法
に
対
す
る
詳
細
な
統
制
を
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
「
生
存
権
」
が
本
当
の
基
本
権
で
あ
る
意
義
だ

と
す
れ
ば
、
最
後
に
、
ど
の
よ
う
に
統
制
が
な
さ
れ
た
の
か
も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
審
査
図
式
は
、
全
体
と
し
て
以
下
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
①
実
体
審
査
（
給
付
額
の
妥
当
性
に
関
す
る
明
白
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）、
②
給
付
算
定
の
基
礎
と
手
法
（
調
査
手
続
を
含

む
）
の
審
査
（
細
か
く
は
、
ⓐ
立
法
目
的
の
妥
当
性
、
ⓑ
有
用
な
計
算
手
法
の
選
択
の
有
無
、
ⓒ
適
切
な
調
査
の
有
無
、
ⓓ
選
択
し
た
手
続
と
そ
の
構
造

原
理
か
ら
の
逸
脱
の
有
無
）、
③
生
存
最
低
限
度
決
定
の
た
め
に
立
法
手
続
で
導
入
し
た
手
法
お
よ
び
算
定
過
程
を
追
証
可
能
な
よ
う
明
ら

か
に
す
る
責
務
（O

bligation

）
を
果
た
し
た
か
ど
う
か
の
審
査
で
あ
る
。
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㈠　

目
的
審
査

―
審
査
対
象
の
同
定

　

第
一
に
、
立
法
目
的
の
妥
当
性
を
含
め
、
同
基
本
権
を
基
本
的
に
実
現
す
る
法
が
同
定
さ
れ
る
。
社
会
法
典
第
二
編
が
ど
の
範
囲
で
何

を
規
律
し
た
法
か
分
か
ら
な
け
れ
ば
話
が
始
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
）
46
（

る
。

　

こ
の
点
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
同
法
が
同
基
本
権
の
実
体
的
規
準
に
即
し
て
生
存
最
低
限
を
社
会
的
に
保
障
す
る
補
足
的
シ
ス
テ
ム

を
創
設
し
て
お
り
、
そ
の
目
的
は
、
肉
体
面
お
よ
び
社
会
面
で
の
生
存
最
低
限
度
の
充
足
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
生
存
最
低
限
度
に
関
わ
る

が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
な
い
そ
の
他
の
社
会
給
付
の
存
在
も
確
認
さ
れ
、
こ
こ
で
基
礎
給
付
の
カ
バ
ー
範
囲
が
あ
る
程
度
明
確
と
な
る
。

㈡　

給
付
額
の
妥
当
性

―
実
体
・
内
容
論

　
【
審
査
強
度
の
決
定
要
因
】「
請
求
権
の
範
囲
は
、
需
要
の
種
類
や
そ
れ
に
必
要
不
可
欠
な
手
段
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
、
直
接
憲
法
か

ら
導
出
で
き
る
も
の
で
は
な
」
く
、「
立
法
者
に
よ
っ
て
具
体
的
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
も
っ
と
も
、
立
法
者
に
は
「
時
代

や
実
態
に
即
し
て
社
会
の
現
実
を
把
握
す
る
」
こ
と
が
課
さ
れ
、「
こ
こ
で
の
価
値
判
断
は
立
法
者
に
帰
属
す
る
」。「
立
法
者
に
は
給
付

請
求
権
を
、
要
件
と
効
果
の
中
で
具
体
化
す
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
る
」。

　
【
審
査
図
式
】「
生
存
最
低
限
度
の
算
定
に
際
し
て
の
立
法
者
の
形
成
の
余
地
に
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
を
通
じ
た
一
般
法
律
上
の
規
定

の
抑
制
さ
れ
た
統
制
が
対
応
す
る
。
基
本
法
自
体
は
、
請
求
権
の
正
確
な
見
積
り
を
許
し
て
い
な
い
の
で
、

―
結
果
に
関
わ
る

―
実

体
審
査
は
、
諸
給
付
が
明
ら
か
に
不
十
分
か
に
限
定
さ
れ
る
」。

　
【
審
査
結
果
】
基
礎
給
付
の
三
四
五
ユ
ー
ロ
、
需
要
共
同
体
の
成
人
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
す
る
三
一
一
ユ
ー
ロ
、
一
四
歳
未
満
の
子
に
適

用
さ
れ
る
二
〇
七
ユ
ー
ロ
は
、
明
ら
か
に
不
十
分
と
は
い
え
な
い
。

　
【
評
価
】
こ
こ
で
は
、
立
法
者
の
広
い
形
成
の
余
地
が
強
調
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
明
白
性
の
統
制
」
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
異
議
申
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立
人
が
、
憲
法
上
、
額
に
関
す
る
請
求
権
（Anspruch der H

öhe nach

）
を
有
し
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
真
っ
当
な
帰
結
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
形
成
の
余
地
が
広
い
こ
と
は
、
法
律
の
違
憲
性
を
導
か
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
数
値
的

な
規
準
を
も
た
ら
す
よ
う
な
、
一
般
的
調
査
や
他
の
法
制
度
上
の
水
準
（
訴
訟
費
用
扶
助
法
上
の
所
得
制
限
や
差
押
制
限
、
所
得
税
法
上
の
扶
養

控
除
額
）
が
比
較
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
般
的
調
査
は
む
し
ろ
、
明
ら
か
に
不
十
分
で
は
な
い
こ
と
の
一
定
程
度
の
根
拠
と
な
り
、

他
の
法
制
度
上
の
水
準
と
の
比
較
は
、
そ
の
都
度
の
法
の
本
質
が
異
な
り
う
る
こ
と
を
理
由
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
的
調

査
か
ら
し
て
明
ら
か
に
不
十
分
な
場
合
、
あ
る
い
は
他
の
法
制
度
の
本
質
が
異
な
ら
な
い
場
合
の
比
較
が
排
除
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は

注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
首
尾
一
貫
性
（
な
い
し
体
系
的
正
当
性
）
的
思
考
が
、
適
用
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
）
47
（

た
。

㈢　

手
続
的
・
方
法
論
的
妥
当
性

1　
「
最
低
限
度
」
の
測
定
・
評
価

―
手
続
・
説
明
責
任
論

　

②
給
付
算
定
の
基
礎
と
手
法
（
調
査
手
続
を
含
む
）
の
審
査
（
ⓑ
有
用
な
計
算
手
法
の
選
択
の
有
無
、
ⓒ
適
切
な
調
査
の
有
無
、
ⓓ
選
択
し
た
手

続
と
そ
の
構
造
原
理
か
ら
の
逸
脱
の
有
無
）
が
な
さ
れ
る
。

　

⑴　

有
用
な
計
算
手
法
が
選
択
さ
れ
た
か
（
ⓑ
）

　
【
審
査
結
果
】「
立
法
者
は
、
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
存
最
低
限
度
の
保
障
に
必
要
不
可
欠
な
給
付
を
、
現
実
適
合
的
に
算
定
す
る
と

い
う
原
則
に
適
し
た
方
法
に
依
拠
し
て
い
る
」。
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
方
式
を
憲
法
上
優
先
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。「
現
行
の
統
計

モ
デ
ル
は
妥
当
な
経
験
上
の
デ
ー
タ
を
根
拠
と
し
て
い
る
」。
ま
た
、
下
位
二
〇
％
と
い
う
参
照
グ
ル
ー
プ
の
選
択
は
適
切
な
考
慮
に
基

づ
い
て
い
る
上
に
、
そ
こ
か
ら
社
会
扶
助
受
給
者
を
除
外
す
る
こ
と
で
、
循
環
論
法
を
適
切
に
避
け
て
い
る
。

　

⑵　

統
計
モ
デ
ル
の
構
造
原
理
か
ら
の
逸
脱
の
正
当
化
（
ⓓ
）

　
【
統
計
モ
デ
ル
か
ら
の
逸
脱
】
統
計
上
算
出
さ
れ
た
支
出
か
ら
項
目
ご
と
に
一
定
の
割
合
で
カ
ッ
ト
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、
こ
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の
カ
ッ
ト
は
、
生
存
最
低
限
度
に
不
要
と
認
め
ら
れ
る
か
、
他
の
社
会
給
付
や
他
の
法
律
で
の
免
除
へ
の
請
求
権
で
賄
わ
れ
て
い
る
場
合

に
は
正
当
化
さ
れ
る
。
ま
た
、
カ
ッ
ト
率
も
納
得
の
い
く
収
集
デ
ー
タ
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
で
た

ら
め
の
見
積
り
」
は
許
さ
れ
な
い
。

　
【
審
査
結
果
】
三
四
五
ユ
ー
ロ
と
い
う
基
礎
給
付
は
、
立
法
者
が
自
ら
選
択
し
た
統
計
モ
デ
ル
の
構
造
原
理
か
ら
実
体
的
正
当
化
な
く

逸
脱
し
て
お
り
、
憲
法
適
合
的
な
方
法
で
算
出
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
幾
つ
か
の
項
目
の
控
除
は
、
所
得
・
消
費
抽
出
調
査
の
評

価
か
ら
説
明
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
暖
房
費
は
他
の
給
付
で
賄
わ
れ
る
と
い
う
理
由
で
カ
ッ
ト
さ
れ
た
電
気
支
出
の
一
五

％
（
幾
つ
か
の
家
庭
で
は
電
気
で
暖
房
し
て
い
る
）
は
、
な
ぜ
節
約
す
れ
ば
電
気
需
要
が
充
足
さ
れ
う
る
の
か
説
明
さ
れ
え
な
い
。
ま
た
、
教

育
関
連
費
用
や
、
娯
楽
・
文
化
関
連
費
用
は
一
〇
〇
％
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
お
よ
び
子
ど
も
に
対
す
る
給
付
額
も
、
自
動
的
に
同
基
本
権
に
違
反
す
る
こ
と
に
な

る
。

　

ま
た
、
基
礎
給
付
額
は
、
実
質
年
金
価
額
の
変
動
と
連
動
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
実
質
年
金
価
額
は
、「
生
存
最
低
限
度
の
保

障
に
必
要
不
可
欠
な
給
付
を
量
的
に
示
し
た
り
、
需
要
の
変
動
に
応
じ
て
毎
年
更
新
し
た
り
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
」
た
め
、

統
計
調
査
手
法
の
構
造
原
理
か
ら
妥
当
で
な
い
方
法
で
逸
脱
し
て
い
る
。

　
【
コ
メ
ン
ト
】
実
質
年
金
価
額
と
の
連
動
に
理
由
が
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
予
防
措
置
が
適
切
に
設
置
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
内
容

の
審
査
で
あ
る
。

　

⑶　

適
切
な
調
査
の
有
無
（
ⓒ
）

　
【
審
査
結
果
①
】
パ
ー
ト
ナ
ー
に
適
用
さ
れ
る
三
一
一
ユ
ー
ロ
が
、
単
身
者
と
合
わ
せ
て
一
八
〇
％
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
十

分
な
経
験
的
基
礎
に
基
づ
い
て
い
る
。
算
出
基
礎
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
公
私
扶
助
連
盟
の
調
査
は
、
適
切
な
方
法
で
行
わ
れ
て
い
た
。

　
【
審
査
結
果
②
】
一
四
歳
未
満
の
子
ど
も
に
適
用
さ
れ
る
二
〇
七
ユ
ー
ロ
（
六
〇
％
）
の
決
定
は
、
妥
当
で
な
い
方
法
に
基
づ
い
て
い
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る
。
子
ど
も
の
特
殊
需
要
は
、
日
常
経
験
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
、
就
学
義
務

を
果
た
す
た
め
に
必
要
な
支
出
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
子
ど
も
は
小
さ
な
大
人
で
は
な
い
。
四
〇
％
控
除
は
、
何
ら
か
の
経
験
的
方
法
的
基

礎
を
欠
く
、
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
の
設
定
に
基
づ
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
参
照
し
た
調
査
は
、
同
法
の
子
ど
も
の
区
分
（
一
四
歳
未
満
か
、
一
四

歳
以
上
一
八
歳
未
満
）
が
二
段
階
で
あ
る
の
に
対
し
、
三
段
階
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

⑷　

立
法
者
の
修
正
措
置
に
対
す
る
評
価

　
【
審
査
結
果
①
】
二
〇
〇
七
年
基
準
額
法
令
は
、
娯
楽
・
文
化
関
連
費
用
を
一
〇
〇
％
で
見
積
る
な
ど
の
変
更
を
行
っ
た
が
、
な
お
説

明
さ
れ
え
な
い
控
除
は
残
さ
れ
て
い
る
。

　
【
審
査
結
果
②
】
こ
の
間
子
ど
も
の
区
分
は
三
段
階
に
な
り
、
六
歳
以
上
一
四
歳
未
満
の
子
ど
も
の
社
会
手
当
は
七
〇
％
と
な
っ
た
が
、

こ
の
規
定
が
な
お
成
人
単
身
者
の
需
要
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
点
で
、
子
供
特
有
の
需
要
調
査
に
か
か
る
要
請
に
適
し
て
い
る
と
は
い

え
な
い
。

　

ま
た
、
こ
の
間
新
設
さ
れ
た
社
会
法
典
第
二
編
二
四
ａ
条
の
年
額
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
給
付
も
、
就
学
需
要
が
、
最
低
限
度
に
含
ま
れ
な

い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
基
に
し
て
い
る
点
で
、
同
基
本
権
と
一
致
し
な
い
。
就
学
需
要
の
調
査
も
欠
け
て
お
り
、
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
い
う

の
も
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
の
見
積
り
で
あ
る
。

2　
「
最
低
限
度
」
を
充
足
す
る
構
造
・
枠
組
み

―
実
体
・
方
法
仕
組
論

　
【
審
査
結
果
】「
単
に
一
時
的
で
な
い
不
可
避
で
恒
常
的
な
特
別
の
需
要
を
保
障
す
る
た
め
の
給
付
請
求
権
を
予
定
す
る
規
定
が
社
会
法

典
第
二
編
に
欠
け
て
い
る
点
は
、
同
基
本
権
に
違
反
す
る
。
そ
の
種
の
規
定
は
、
社
会
法
典
第
二
編
二
〇
条
以
下
で
は
充
足
さ
れ
な
い
需

要
の
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
と
い
う
の
も
基
準
給
付
の
依
拠
す
る
統
計
が
反
映
す
る
の
は
、
単
に
通
常
の
需
要
状
態
に
お
け
る

平
均
的
需
要
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
超
え
る
、
非
典
型
的
な
需
要
状
態
に
基
づ
く
特
別
の
需
要
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
第
二
編
の
規
定

全
体
で
認
め
ら
れ
る
個
々
の
特
殊
な
需
要
の
充
足
は
十
分
で
は
な
い
。「
特
殊
な
状
況
で
平
均
を
超
え
る
高
額
の
需
要
が
生
じ
た
場
合
、
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基
礎
給
付
は
不
十
分
と
な
る
」。「
こ
の
追
加
請
求
権
は
、
実
体
的
要
件
の
狭
さ
と
厳
格
さ
か
ら
し
て
、
め
っ
た
な
ケ
ー
ス
で
は
発
生
し
な

い
だ
ろ
う
」。

　
【
コ
メ
ン
ト
】
実
は
、
統
計
モ
デ
ル
を
選
択
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
一
律
化
が
促
進
さ
れ
特
殊
需
要
へ
の
対
応
が
難
し
く
な
っ
て
い

た
。
こ
の
点
は
、
社
会
扶
助
法
上
の
個
別
性
原
理
が
、
需
要
充
足
原
理
を
満
た
す
上
で
、
過
度
な
一
律
化
に
対
抗
す
る
な
い
し
そ
の
補
完

的
措
置
を
求
め
る
形
成
原
理
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
）
48
（

い
。

3　

立
法
過
程
の
統
制
の
前
提
？

　

生
存
最
低
限
度
決
定
の
た
め
に
立
法
手
続
の
中
で
導
入
し
た
手
法
お
よ
び
算
定
過
程
を
追
証
可
能
な
よ
う
明
ら
か
に
す
る
責
務

（O
bligat

）
49
（ion

）
は
、
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
が
、
こ
れ
に
関
し
て
違
反
し
た
と
い
う
説
示
は
な
い
。
基
準
額
法
令
を
通
じ
て
、
社
会

法
典
第
二
編
の
規
定
で
、
基
礎
給
付
額
が
定
ま
る
と
い
う
構
造
に
問
題
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
立
法
過
程
を
統
制

す
る
の
に
必
要
と
な
る
前
提
で
あ
）
50
（
る
。

㈣　

審
査
全
体
の
評
価

　

ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
従
来
ま
で
と
の
違
い
と
し
て
、
合
理
的
で
説
得
的
な
給
付
算
定
の
た
め
の
立
法
者
の
論
証
負
担
の
増
加
と
、
手

続
・
手
法
・
透
明
性
の
統
制
に
よ
り
実
体
的
な
明
白
性
の
統
制
が
補
完
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
）
51
（
る
。
新
た
な
審
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
全
体
が
、

明
白
性
の
統
制
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
の
か
が
議
論
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
点
、
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ク
ラ
ッ
ト
は
、
手
続
に
関
わ
る
審
査
に
は
、

異
な
る

―
比
較
的
高
め
ら
れ
た

―
規
準
が
使
わ
れ
て
い
る
と
し
て
い
）
52
（

る
。

　

こ
の
手
続
に
関
わ
る
審
査
が
、
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
ど
こ
ま
で
及
ぶ
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
第
二
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
決
定

に
至
る
ま
で
の
、
下
級
審
の
判
断
が
割
れ
た
の
は
、
そ
の
点
に
関
す
る
理
解
に
相
違
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
）
53
（

る
。
審
査
の
中
で
問
題
と
な
る

根
拠
づ
け
義
務
に
つ
い
て
も
、
ど
の
時
点
で
（
立
法
時
か
口
頭
弁
論
か
）
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
な
の
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
議



「生存権」の法的性質

129

論
が
あ
）
54
（
る
。
ま
た
、
手
続
に
関
わ
る
審
査
（「
最
低
限
度
」
の
測
定
・
評
価
）
の
中
で
、
首
尾
一
貫
性
審
査
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
評

価
が
あ
）
55
（

る
。
こ
れ
ら
の
検
討
・
評
価
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
す
。

五　

結
び
に
か
え
て

　

本
稿
の
考
察
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
で
発
見
さ
れ
た
「
生
存
権
」
が
二
つ
の
顔
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
二
つ
の
規
範
的
根
拠
の
側
面
か
ら
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
絶
対
的
保
障
を
享
受
す
る
人
間
の
尊
厳
。
そ
れ
に
よ
る
基
本

権
化
で
、
よ
り
突
っ
込
ん
だ
審
査
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
点
は
、
従
来
か
ら
す
る
と
貫
徹
可
能
性
が
高
ま
っ
た
、
基
本
権
た
る
に
足
る

保
障
の
水
準
に
達
し
た
と
も
評
価
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
基
本
権
と
呼
ぶ
意
味
も
十
分
に
あ
る
。
第
二
に
、
国
家
目
標
規
定
た
る

社
会
国
家
原
理
。
広
義
の
社
会
法
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
同
原
理
の
性
質
を
、「
生
存
権
」
は
引
き
継
い
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

同
基
本
権
は
、
一
般
法
律
上
の
社
会
給
付
請
求
権
の
構
造
た
る
、
給
付
条
件
と
給
付
内
容
と
い
う
構
成
か
ら
説
明
で
き
る
。
も
っ
と
も
、

憲
法
上
の
枠
組
み
か
ら
生
じ
る
規
範
的
要
請
は
、
こ
れ
と
は
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
点
で
、
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
の
「
枠
組
的
権

利
」
の
考
え
方
が
参
考
に
な
る
。「
枠
組
み
基
本
権
」
に
は
、
憲
法
上
の
枠
組
み
と
し
て
の
第
一
段
階
、
そ
れ
を
補
充
す
る
形
で
形
成
さ

れ
る
一
般
法
律
上
の
給
付
請
求
権
と
い
う
第
二
段
階
が
あ
る
。
生
存
最
低
限
度
保
障
へ
の
基
本
権
は
、
第
一
段
階
に
よ
り
、
憲
法
的
規
範

性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
、
第
二
段
階
に
よ
り
、
本
源
的
給
付
請
求
権
の
構
造
（
給
付
条
件
と
給
付
内
容
）
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、
憲
法
上
の
要
請
を
上
位
に
掲
げ
つ
つ
、
根
拠
か
ら
範
囲
・
内
容
を
経
て
額
に
至
る
、
社
会
給
付
請
求
権
の
諸
段
階
を
前
提
と
し

て
お
り
、
か
な
り
難
解
な
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
説
明

―
給
付
請
求
権
の
保
障
を
求
め
る
権
利
で
あ
り
な
が
ら
、
保
障
さ
れ
る
給
付
請
求

権
の
内
容
が
基
本
権
の
内
容
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と

―
と
も
相
当
程
度
適
合
す
る
。

　

以
上
の
議
論
は
、
日
本
の
生
存
権
を
考
え
る
際
に
も
、
大
い
に
参
考
と
な
ろ
う
。
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（
1
）  BVerfG

E 125, 175. 

同
判
決
は
、
そ
の
後
改
正
法
を
合
憲
と
し
た
二
〇
一
四
年
七
月
二
三
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定
（BVerfG

E 137, 
34

）
と
の
区
別
に
お
い
て
、
第
一
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
と
す
る
。

（
2
）  Tobias A

ubel, D
as G

ew
ährleistungsrecht auf ein m

enschenw
ürdiges Existenzm

inim
um

, in: Em
m
enegger/W

iedm
ann （H

rsg.

）, 
Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 2 （2011

）, S. 295.
（
3
）  Karl-Peter Som

m
erm

ann, Soziale Rechte in Stufen: Ü
berw

indung einer alten D
ebatte?, in: Calliess/Kahl/Schm

alenbach 
（H

rsg.
）, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und soziale Rechte in der Europäischen U

nion （2014

）, S. 125.

（
4
）  V

gl. A
ubel （Fn. 2

）, S. 278 ff., 286 ff.

（
5
）  BVerfG

E 125, 175. 

邦
訳
と
し
て
、
嶋
田
佳
広
「
二
〇
一
〇
年
二
月
九
日
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
違
憲
判
決
」
賃
金
と
社
会
保
障
一
五
三

九
号
（
二
〇
一
一
年
）
七
一
頁
を
参
考
と
し
た
。

（
6
）  

玉
蟲
由
樹
『
人
間
の
尊
厳
保
障
の
法
理
』（
二
〇
一
三
年
）
二
二
三
〜
二
二
九
頁
。

（
7
）  

判
決
形
式
の
あ
り
方
に
つ
き
、
入
井
凡
乃
「
事
後
的
是
正
義
務
と
新
規
律
義
務
」
法
学
政
治
学
論
究
一
〇
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
〇
四
頁
以

下
参
照
。

（
8
）  Som

m
erm

ann 

（Fn. 3

）, S. 123. 
実
際
に
、
第
二
次
ハ
ル
ツ
Ⅳ
決
定
（BVerfG

E 137, 34

）
で
は
、
憲
法
異
議
を
通
じ
た
申
し
立
て
が
あ
っ

た
。BVerfG, Beschl. vom

 23.7.2014, 1 BvR 1691/13.

（
9
）  

ラ
イ
ナ
ー
・
ヴ
ァ
ー
ル
（
小
山
剛
／
中
野
雅
紀
訳
）「
日
本
と
ド
イ
ツ
の
比
較
憲
法
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
先
端
科
学
技
術
と
人

権
』（
二
〇
〇
五
年
）
一
七
頁
。

（
10
）  V

gl. Thom
as M

ayen, D
as G

rundrecht auf G
ew

ährleistung eines m
enschenw

ürdigen Existenzm
inim

um
s,in: Sachs/Siekm

ann 

（H
rsg

）, FS für Klaus Stern （2012

）, S. 1457 f.

（
11
）  A

ubel （Fn. 2

）, S. 277. 

と
は
い
え
、
そ
の
成
立
範
囲
は
問
題
と
な
る
。
憲
法
上
の
給
付
請
求
権
の
承
認
に
対
す
る
一
般
的
な
反
対
論
拠
と
し

て
、W

olfgang Rüfner, Leistungsrechte, in: M
erten/Papier

（H
rsg.

）, H
bdG

R, Bd. 2 （2006

）, 

§ 40, Rn. 11 ff.

（
12
）  BVerfG

E 125, 175 

（222

）. 

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
五
一
年
の
時
点
で
は
、
人
間
の
尊
厳
の
保
護
が
、
積
極
的
行
為
義
務
を
含
む
と
し

な
が
ら
も
、
そ
れ
は
物
質
的
困
窮
に
及
ば
な
い
と
し
て
い
た
（BVerfG

E 1, 97 ﹇104

﹈）。
玉
蟲
・
前
掲
注
（
6
）
一
九
四
頁
以
下
参
照
。

（
13
）  M

ayen （Fn. 10

）, S. 1454 f. 

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
憲
法
上
の
国
家
の
義
務
が
、
主
観
的
権
利
化
さ
れ
た
こ
と
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
説
明
は
、
実
は
あ
ま
り
説
得
的
で
は
な
い
。
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（
14
）  M

ayen （Fn. 10

）, S. 1462 

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
こ
こ
で
「
前
へ
と
勇
敢
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
」
と
評
し
、Som

m
erm

ann （Fn. 3

）, 
S. 125

は
、
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
明
白
性
の
統
制
に
比
し
て
「
明
ら
か
な
逸
脱
」
が
見
ら
れ
る
と
す
る
。

（
15
）  Som

m
erm

ann （Fn. 3

）, S. 123 f.
（
16
）  M

ayen （Fn. 10

）, S. 1453 ff.; A
ubel （Fn. 2

）, S. 278 ff.; Som
m
erm

ann （Fn. 3

）, S. 119. 

こ
れ
に
対
し
て
、Jakob Julius N

olte, Ra-
tionale Rechtsfindung im

 Sozialrecht, D
er Staat 52 （2013

）, S. 245.

（
17
）  
ヴ
ィ
ン
フ
リ
ー
ト
・
ブ
ロ
ー
ム
（
大
橋
洋
一
訳
）「
社
会
的
基
本
権
と
憲
法
に
お
け
る
国
家
目
標
規
定
（
一
）」
自
治
研
究
七
五
巻
五
号
（
一
九

九
四
年
）
六
五
頁
。

（
18
）  A

ubel 

（Fn. 2
）, S. 286 

に
よ
れ
ば
、
同
基
本
権
は
、「
自
由
権
的
基
本
権
で
用
い
ら
れ
る
基
本
権
適
用
モ
デ
ル
（
保
護
領
域
―
介
入
―
憲
法

的
正
当
化
）
に
は
統
合
さ
れ
え
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
『
直
接
の
憲
法
上
の
給
付
請
求
権
』
を
問
題
と
し
て
い
た
の
で
、
給
付
条
件
と
給
付

内
容
へ
の
区
分
け
が

―
一
般
法
律
上
の
給
付
請
求
権
に
用
い
ら
れ
る
審
査
図
式
に
従
い

―
適
し
て
い
た
」（
傍
線
筆
者
）。

（
19
）  

小
山
剛
『
基
本
権
の
内
容
形
成
』（
二
〇
〇
四
年
）
六
六
頁
、
一
一
四
頁
、
一
五
三
頁
以
下
。

（
20
）  

小
山
剛
「
演
習　

憲
法
二
」
法
教
二
七
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
二
一
頁
。

（
21
）A

ubel （Fn. 2

）, S. 278 f.

（
22
）  

「
社
会
的
基
本
権
を
、
自
由
権
と
同
じ
よ
う
に
、
直
接
に
執
行
可
能
な
規
範
と
し
て
憲
法
に
挿
入
す
る
の
は
、
実
践
的
な
理
由
か
ら
実
行
不
能

で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
（Rüfner ﹇Fn. 11
﹈, Rn. 52

）。

（
23
）  M

ayen （Fn. 10

）, S. 1458.

（
24
）  

コ
ン
ラ
ー
ト
・
ヘ
ッ
セ
（
初
宿
正
典
ほ
か
訳
）『
ド
イ
ツ
憲
法
の
基
本
的
特
質
』（
二
〇
〇
六
年
）
一
三
二
頁
。

（
25
）  Som

m
erm

ann （Fn. 3

）, S. 112 -118.

（
26
）  Som

m
erm

ann （Fn. 3

）, S. 120.

（
27
）  Som

m
erm

ann （Fn. 3

）, S. 122.

（
28
）  

こ
の
概
念
の
創
出
に
あ
た
っ
て
、
ド
イ
ツ
法
の
文
脈
で
は
伝
統
的
に
「
大
綱
法
」
と
訳
さ
れ
る
「
枠
組
み
法
（Rahm

engesetz

）」
が
参
照
さ

れ
た
こ
と
が
想
像
に
難
く
な
い
。
枠
組
み
法
に
つ
い
て
は
、
人
見
剛
「『
枠
組
み
法
』
研
究
序
説
」
自
治
総
研
四
三
八
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
九

頁
以
下
。

（
29
）
日
本
で
は
、
尾
形
健
『
福
祉
国
家
と
憲
法
構
造
』（
二
〇
一
一
年
）
一
四
五
頁
以
下
。
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（
30
）  

詳
し
く
は
、
小
山
・
前
掲
注
（
19
）
二
六
四
頁
以
下
。

（
31
）  K.P. Som

m
erm

ann, Staatsziele und Staatszielbestim
m
ungen, 1997, S. 383 ff.

（
32
）  BVerfG

E 125, 175 （222

）. 

用
語
法
に
つ
き
、A

ubel （Fn. 2

）, S. 276

は
、
同
用
語
が
、
単
に
防
御
権
と
の
区
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と

考
え
て
お
り
、「
保
障
国
家
（G

ew
ährleistungsstaat

）」
と
の
、
概
念
上
の
結
び
つ
き
は
疑
わ
し
い
と
す
る
が
、
一
定
の
関
連
性
も
見
ら
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
保
障
国
家
に
つ
き
、
三
宅
雄
彦
『
保
障
国
家
論
と
憲
法
学
』（
二
〇
一
三
年
）
一
七
頁
以
下
。

（
33
）  M

ayen （Fn. 10

）, S. 1459.

（
34
）  M

ayen （Fn. 10

）, S. 1459.

（
35
）  Jürgen Schwabe, Problem

 der G
rundrechtsdogm

atik, 1977, S. 255 ff. V
gl. M

ayen （Fn. 10

）, S. 1459.

（
36
）  H

ans H
einrich Rupp, V

V
D
StRL 30 （1972

）, S. 181. V
gl. M

ayen （Fn. 10

）, S. 1459.

（
37
）  A

ubel （Fn. 2

）, S. 278 -280.

（
38
）  M

ayen （Fn. 10

）, S. 1458, 1473.

（
39
）  

玉
蟲
・
前
掲
注
（
6
）
二
二
七
頁
以
下
。

（
40
）  M

ayen （Fn. 10

）, S. 1460 f.

（
41
）  M

ayen （Fn. 10

）, S. 1461.

（
42
）  BVerfG

E 125, 175 

（224

）. 

そ
れ
に
対
し
て
、Ralf Rothkegel, Ein D

anaergeschenk für den G
esetzgeber, ZfSH

/SG
B 

（2010

）, S. 
144. 

生
存
権
に
基
づ
く
財
政
的
抗
弁
の
禁
止
に
つ
き
、
山
本
龍
彦
「
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
法
時
八
七
巻
一
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
三
〇

頁
。

（
43
）  Stefan M
uckel/M

arkus O
gorek, Sozialrecht, Aufl. 4 （2011

）, S. 440, 401. 

山
本
・
前
掲
注
（
42
）
一
二
八
頁
以
下
は
、
生
存
権
形
成

の
立
法
裁
量
と
行
政
裁
量
の
差
異
に
着
目
す
る
。

（
44
）  A
ubel （Fn. 2

）, S. 291.

（
45
）  

な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
上
、
個
別
事
例
に
お
け
る
需
要
審
査
に
基
づ
く
給
付
の
確
保
を
肯
定
し
て
い
な
い
。V

gl. A
ubel 

（Fn. 
2

）, S. 291

．
日
本
で
は
、
駒
村
圭
吾
『
憲
法
訴
訟
の
現
代
的
転
回
』（
二
〇
一
三
年
）
一
七
七
頁
以
下
が
、
個
別
的
な
生
活
実
態
の
考
慮
を
主
張

す
る
。
さ
ら
に
、
笠
木
映
里
ほ
か
「
憲
法
と
社
会
保
障
法
（
前
編
）」
法
時
八
七
巻
一
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
八
三
頁
〔
宍
戸
常
寿
発
言
、
山
本

龍
彦
発
言
お
よ
び
笠
木
発
言
〕
も
参
照
。
需
要
充
足
原
理
を
取
り
巻
く
現
状
に
つ
き
、
嶋
田
佳
広
「
需
要
充
足
原
理
の
胎
動 

（
二
）」
札
幌
学
院
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法
学
三
一
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
七
九
頁
以
下
。

（
46
）  

財
源
と
の
関
わ
り
だ
が
「
隠
れ
社
会
保
障
」
の
指
摘
と
し
て
、
山
本
・
前
掲
注
（
42
）
一
三
二
頁
。

（
47
）  V

gl. Christoph G
örisch, Asylbew

erberleistungsrechtliches Existenzm
inim

um
 und gesetzgeberischer G

estaltungsspielraum
, 

N
ZS （2011

）, S. 648.
（
48
）  V

gl. M
axim

ilian W
allerath, Zur D

ogm
atik eines Rechts auf Sicherung des Existenzm

inim
um

s, JZ 

（2008

）, S. 166 f. 

嶋
田
佳

広
「
ド
イ
ツ
の
保
護
基
準
に
お
け
る
最
低
生
活
需
要
の
充
足
」
賃
金
と
社
会
保
障
一
五
三
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
49
）  

「
責
務
」
の
意
義
に
つ
き
、Som

m
erm

ann （Fn. 3

）, S. 124, Fn. 64; A
nne Sanders/D

am
ian Preisner, Begründungspflicht des G

e-
setzgebers und Sachverhaltsaufklärung im

 Verfassungsprozess, D
Ö
V
 （2015

）, S. 763.

（
50
）  

こ
の
前
提
の
必
要
性
に
つ
き
、
笠
木
ほ
か
・
前
掲
注
（
45
）
八
〇
頁
〔
曾
我
部
真
裕
発
言
〕、
八
三
頁
〔
山
本
龍
彦
発
言
〕。
ア
メ
リ
カ
の
事
情

に
つ
き
、
小
林
祐
紀
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
立
法
記
録
審
査
の
展
開
」
法
学
政
治
学
論
究
九
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
九
九
頁
以
下
。

　
　
　

そ
の
更
な
る
前
提
と
し
て
、

―
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
な
い
が

―
給
付
の
詳
細
が
あ
る
程
度
法
律
で
規
定
さ
れ
る
必
要
性
も
指
摘

す
べ
き
だ
ろ
う
。
高
田
篤
「
生
存
権
の
省
察
」
村
上
武
則
ほ
か
編
『
法
治
国
家
の
展
開
と
現
代
的
構
成
』（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
七
頁
以
下
。
他

方
で
、
住
居
費
給
付
と
の
関
係
だ
が
「
条
例
に
よ
る
解
決
」
と
い
う
新
た
な
展
開
に
つ
き
、
嶋
田
・
前
掲
注
（
48
）
二
八
一
頁
以
下
。

（
51
）  Som

m
erm

ann （Fn. 3

）, S. 125.

（
52
）  M

atthias Klatt, Positive rights: W
ho decides? Judicial Review

 in balance, I

・CO
N
 （2015

）, Vol. 13 N
o. 2, at 377 -381.

（
53
）  N

olte （Fn. 16

）, S. 253 ff. 

判
断
過
程
へ
の
統
制
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
例
外
的
で
あ
る
。V

gl. Christian Bum
ke/A

ndreas Voßkuhle, 
Casebook Verfassungsrecht, Aufl. 7 

（2015

）, S. 48. 

日
本
と
の
関
係
で
は
、
笠
木
ほ
か
・
前
掲
注
（
45
）
八
四
頁
〔
宍
戸
常
寿
発
言
お
よ

び
笠
木
発
言
〕
が
示
唆
的
で
あ
る
。

（
54
）  Sanders/Preisner （Fn. 49

） S. 761 ff.

（
55
）  

手
続
的
な
体
系
的
一
貫
性
の
要
請
（D

as G
ebot prozeduraler System

konsistenz

）
に
つ
き
、 Thorsten Kingreen, Schätzungen „ins 

Blaue hinein

“, N
V
w
Z （2010

）, S. 560.

〔
付
記
〕
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
カ
ー
ル
=
ペ
ー
タ
ー
・
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
教
授
（
シ
ュ
パ
イ
ア
ー
行
政
大
学
院
）
か
ら
資
料
の
提
供
と
直
接
の
御
指

導
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
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石
塚　

壮
太
郎
（
い
し
づ
か　

そ
う
た
ろ
う
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部
（
ド
イ
ツ
）
留
学
中

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
本
公
法
学
会
、
全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会

専
攻
領
域　
　

憲
法

主
要
著
作　
　

 「
国
家
目
標
規
定
と
国
家
学

―
そ
の
基
本
権
制
約
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
へ
の
照
射
」

『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
七
号
（
二
〇
一
三
年
）

　
　
　
　
　
　

 「
社
会
国
家
・
社
会
国
家
原
理
・
社
会
法

―
国
家
目
標
規
定
の
規
範
的
具
体
化
の

一
局
面
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
一
号
（
二
〇
一
四
年
）


